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  日程第１から日程第１２まで 



 １８９ 

     午前１０時００分  開議 

○議長（三浦清人君） おはようございます。ご苦労さまです。 

  本日定例会４日目であります。本日もよろしくお願いをいたします。 

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三浦清人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、７番及川幸子君、８番

村岡賢一君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（三浦清人君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  通告９番、及川幸子君。質問件名、１、祈念公園について。２、公共交通体系の確保につい

て。以上２件について、一問一答方式による及川幸子君の登壇発言を許します。７番及川幸

子君。 

     〔７番 及川幸子君 登壇〕 

○７番（及川幸子君） おはようございます。 

  ７番及川幸子です。議長の許可をいただいたので、祈念公園について一般質問を町長にさせ

ていただきます。 

  ９月定例会に引き続き、今回も祈念公園にした理由は、開示請求していろいろさまざま見え

てきました。また、17日祈念公園一部開園式典も開催されます。８年前防災庁舎解体を判断

した遺族の思い、そして、やっと一部開園にこぎ着けた思いが複雑に入り交じり、うまく質

問ができるかどうかわかりませんが、次の４点について質問させていただきます。 

  通告の順番に変更がありますが、１点目、祈念公園と都市公園に区分した理由。２点目、祈

念公園追加工事２回増額分ですね、その内容の再確認。３点目、工事金額が適正であったの

か。４点目、祈念公園エリアの県工事との連携について。 

  以上４点について、登壇より質問とさせていただきます。 
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○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  戸倉小学校の子供さんたち、ようこそいらっしゃいました。歓迎を申し上げさせていただき

ます。 

  さわやかな一般質問にしたいと思いますので、どうぞ及川議員よろしくお願い申し上げたい

と思います。 

  それでは、まず１点目のご質問、祈念工事、追加工事についてでありますが、祈念公園の整

備につきましては、平成28年12月15日に独立行政法人都市再生機構と業務委託契約を締結し、

その後平成29年６月23日に第１回の変更契約を締結、平成31年３月28日に第２回の変更、令

和元年６月26日に第３回の変更契約を締結しております。いずれにおきましても、所要の金

額の変更及び期間の延伸であり、今後も契約期間内の完成を目指して整備を進めていく考え

であります。 

  ２点目のご質問、工事金額についてでありますが、契約金額につきましては、当初契約にお

いて７億7,922万円、第１回変更契約においては当初金額に２億1,610万8,000円を増額して、

９億9,532万8,000円、第３回変更契約においては、第１回変更金額に４億4,746万2,000円を

増額した14億4,279万円となっております。 

  いずれにおきましても、金額の積算は業務委託先である都市再生機構が行っており、同機構

の積算基準に基づいて算出されるものであることから、適正な金額であると考えております。 

  次に、３点目のご質問、祈念公園と都市公園の意味についてでありますが、祈念公園につき

ましては、法律上都市計画法及び都市公園法に基づく都市公園として整備するものでありま

す。都市公園としての種別は総合公園に位置づけられ、当該公園は住民全般の休息、散歩、

遊戯等、総合的な利用に供することを目的とするものであります。 

  祈念公園は、この法律上の都市公園における名称として「祈念公園」と名づけたものであり

ます。 

  最後に、４点目になりますが、祈念公園エリアの県工事との連携についてでありますが、現

在祈念公園の東側においては、祈念公園の工事と並行して県が施工する八幡川河川災害復旧

工事、町が施工する中橋地区築堤護岸工事、中橋上部工工事などが行われており、工事現場

が輻輳していることから、工程調整や作業ヤードなどの共有など、連携を図っているところ

であります。 

  今後も祈念公園や他事業に支障を来すことのないように、県と調整を図りながら、整備を進
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めてまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ただいまるるご説明ありましたけれども、なかなか私のこのか弱い頭の

中では整理できない部分がありまして、ちょっとお伺いします。 

  祈念公園ですね。今現在17日に開園しようとしている築山のある部分、あれメモリアルゾー

ンと位置づけられているようなんですけれども、これが私的にはですよ、祈念公園であって、

都市公園が下の平場と解していいのか、その辺、再度お願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 逆です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） そうすると、下、平場の部分がメモリアルゾーンの祈念公園ということ

と、それから、都市公園というのは、そうすると築山があるほうの今度一部開園するという

築山にあるのが都市公園ということなのでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 都市公園として整備する震災復興祈念公園は、6.3ヘクタール、

築山とあとはその東側、防災対策庁舎側と言えばいいんですかね。平場の部分も含めて6.3ヘ

クタールでございます。 

  そして、ただ、復興交付金がほぼほぼ入っているんですけれども、復興交付金の仕分けとし

て基幹事業と効果促進事業というものがございます。今議員がお話しされている都市公園と

いうのは、いわゆる基幹の部分でございます。基幹の部分を都市公園事業として５省40事業

の都市公園事業として認めていただいたと。平場の部分につきましては、低地部のいわゆる

防災集団移転促進事業という事業があのあたり入っておりますけれども、その跡地利用とい

う位置づけの中で、効果促進事業という形で、同じ復興交付金でございますけれども、そう

いった形で事業の区分ですかね、が違うというものでございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ちょっと我々議会には6.3ヘクタール祈念公園として１つで上程されて

いますので、どうもこんがらがってしまうんですよね。 

  この２つの公園事業なぜ組み合わせなきゃならなかったのかという、そういうところをちょ

っとお伺いしたいんですけれども。 
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○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） なぜと申されましても、復興庁さんとの協議の中でそういう形

で事業をやっていこうと。要は、基幹事業だけで6.3ヘクタールというのはなかなか国として

もなかなか整備費用の観点とか、あとは国としての考え方、仕分けの考え方からなかなか全

部を基幹事業としてというのはなかなかいかないという中で、知恵を出し合いながら復興効

果促進事業という形の仕分けであれば何とか復興交付金が入れられると。入れることは国と

しても是とできるという中で、事業の細分がそういうふうに整理をされたというものでござ

います。 

  ちょっとわかりづらいといえばわかりづらいんですけれども、都市公園としては6.3ヘクタ

ールで、その事業の、それを整備するための事業の財源区分といたしまして５省40事業の１

つである都市公園事業プラス効果促進事業の２つが入っているというものでございますので、

どうぞご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 何か我々議会には１つの公園エリアとして6.3ヘクタール、それを予算

措置して私たちもそれを認めたわけですよね。そうすると、この復興祈念公園の復興予算は、

３ヘクタールしかつかず、都市公園としているのは祈念公園ではないという部分、なかなか

こんがらがって、私の頭では理解できない。6.3ヘクタールの中に２つの事業が入っているの

かなという、そういうイメージがするんですけれども。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 話を聞いていますと、やっぱり事業の内容を全く理解していないんです

よね。５省40事業という基幹事業がございまして、これはあくまでもいわゆる財源と基幹事

業としてやれるのはこの５省40事業、これに入っている部分はやれますが、そうでない部分

は効果促進事業でやるしかないんですよ。 

  ですから及川議員、５省40事業というのが一体何なのかということの根本をわからないと、

いつまでたっても頭が混乱するだけなんですよ。そこをちょっと理解してもらわないと困る。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） あくまでも6.3ヘクタールの事業は、都市公園として都市公園

を整備する１つの事業でございます。 

  町長今申したように、それを整備する財源として２種類の金が入っていると。いずれも交付

金でございます。 
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  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 最初からこの祈念公園については、24ヘクタールの祈念公園が大き過ぎ

ると言われて、6.3ヘクタールに縮小したという説明は議会で篤と聞いております。 

  そうすると、その５事業のそれは皆さんがそのとおりおわかりでしょうけれども、我々は議

会に説明された内容でここでお話ししているんです。そういうことからすると、６ヘクター

ルに縮小したと説明しておりますけれども、この本当は３ヘクタール程度が復興庁が認めた

祈念公園であって、残りは町の公園で保管するというような、そんな形にしか私は捉えられ

ないんですよ。 

  そもそもこの24ヘクタールの祈念公園が欲しいとか、町民に要望があって、これは始まった

ものなのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） これまでも何度も議会でご説明してきた部分もありますので、

まず、前段の部分でございますけれども、一部復興庁が認めていない部分あるのみたいなニ

ュアンスで私は聞いたんですけれども、そうではございません。この6.3ヘクタールにつきま

しては、復興交付金が全て入っておりますので、この6.3ヘクタールについて復興庁が復興交

付金を入れることを是としますということで、認めております。今の及川議員の前段の部分

につきましては、ちょっと我々としてはそうですねと言うわけにはまいりません。 

  以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 最初から私たち議会にこの祈念公園はこういう補助事業で２つの復興事

業費を使ってやっていますよという中身が報告されていれば、それで納得するんですけれど

も、最初は１つのくくりで24ヘクタールが6.3ヘクタールになりましたよという１つのくくり

の中で祈念公園が始まっているものですから、なかなかこれはそういう議会報告あったもの

ですから、どこまでも尾を引きずっていくんです。 

  私の頭の整理がつかない、私のふがいなさもありますけれども、上程され、２回の変更契約

が上程されてきたのも、１つのくくりで来ています。このこっちの公園の分、こっちの公園

ではなくて、１億3,000万円、瓦れき撤去も6,500万円の祈念公園１つのくくりの中でそうい

う予算措置をとってあるので、何でかな、何でかなという思いがするわけです。 

  そうすると、今度一部開園17日にやる公園、これは一部開園する部分ですね。工事を終了し
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ている。そして、開園する。そういう思いがあるんですけれども、この部分というのは、工

事完了しての開園なのか。一部開園だから、全部終わっていないけれども、一部を開園する

のか。そういうところをお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） きのうきょう議員でここに来たわけでなくて、これまでの経緯経過につ

いては、議会の中でずっとこの変わり方も含めてずっと説明をしてきています。そのときに

も何も及川議員おっしゃらなくて、ここ一、二年になって突然にわからない、わからないと

いう話になりますが、これまでの経緯経過は議員さんたち皆さんご承知ですよ。知らないの

は及川議員一人だけじゃないですか、そうすると。 

  そういう経緯でこれまでずっと議場で説明をしてきたわけでございますので、そこは十二分

に理解していただかないと困る。 

  それから、もう１点、一部開園の件でございますが、文字どおり一部開園です。全部開園で

はございません。工事はまだ継続中であります。したがいまして、今回の一部開園について

は、一部の公園の築山を含めた周辺の完成に伴っての一部開園ということで、今回17日に開

催をするということでございますので、そこはひとつご理解をいただきたいと。 

  これ以上私説明しようございませんので。 

○議長（三浦清人君） さわやかな答弁、復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。私ちょっとさわやかじゃないので申しわけありま

せん。 

  今初めて聞いたというお話でございますが、議会の議決に付す契約に関しては、まさにその

とおりなんです。こういう業務なり工事を発注するという、5,000万円以上の重要な契約の中

身についてご審議をいただくというものと私は理解しております。二十数年公務員やってお

りますけれども、そういうものなんだと。 

  るる申し上げておりますが、その財源の内訳につきましては、やはり予算なり特別委員会な

りで町長が申し上げましたとおり、５省40事業とは何ぞやという部分を含めて、これまで議

会の皆様に対して可能な限りわかりやすくご説明をしてきたというふうな認識のもとに、

5,000万円以上の重要な契約の歳出の概要等々につきまして説明を行い、議決を賜ってまいっ

たというものかと思っております。 

  工事のエリアにつきましては、町が引き渡しを受けて、その一部ですね。17日ですか、予定

しておりますけれども、に一部を開園をしたいというものでございます。 
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  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 一部ということは、再三私もその一部開園して事故が発生したらどうす

るのかということを懸念して再三言っていますけれども、一部開園ですから、できる金額を

出来高で払ったのか。町の所有になったから開園するんでしょうから、その辺のご説明をお

願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 質問の趣旨が済みません、よくわからない中で答弁することを

お許しください。 

  通常出来高検査を行って、うちの技術職員が検査を最終的にして、この場合ですとＵＲから

請求があった場合お支払いをするというものでございます。 

  今払ったのかみたいな、結果みたいな形でご質問いただきましたけれども、まだ実はきょう

13ですかね、今月に入って検査を行っておりますので、相手方から請求はまだございません。

請求がない限りにおいてお支払いは当然その段階ではしないというのが立て分けでございま

す。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 今月竣工……、一部検査をしていただいて、これからの支払いになるわ

けですけれども、私は常々心配しているのはそこなんです。町全額払って町が引き受けて、

そこで事故が起きれば当然町の責任になるわけですけれども、今途中となかの中で17日一部

開園して何かありましたといったらば、どうするのかということを再三聞いていると、そこ

はケース・バイ・ケースで業者の場合もあるし、こっちの場合もあるし、話し合いでそこは

決めていくというご答弁でしたね。前回も。そこが一番懸念される部分ですよね。 

  100％事故が起きないということを我々は信じるんですけれども、それでも昨今いろいろな

ところで災害が起きております。 

  先日も19号台風のときもそういう何十億円の工事を抱えてどうだったんだろうかなと議会で

もそこを現場確認する必要があるんじゃないですかと言ったら、議会はまあそこまではしな

くてもいいんだろうということで、現地確認はしなかったんですけれども、そういう心配が

あるから、再三ここで言うので、そういうほうの、そういうところの懸念はいかがなもので

しょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 
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○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。一義的にはそこで事故が起きた場合、町なのか業

者なのか、それは話し合いだというお話ありましたけれども、そうではなくて、まず、事故

が起きたときの原因について、そこを丁寧に確認をしなきゃいけないと。その結果、町の管

理に瑕疵がある、あったんじゃないのかと。あるいは業者なのかとか、あるいはそこを訪れ

た者なのかという部分について、しっかりと確認をしなきゃいけないと。その上での負担の

割合という話に進んでいくのかなと思います。 

  100％起きないと信じたいというお話でございましたが、私は起きるんじゃないかと常に思

っています。起きるんじゃないかと思って見なかったらどうするんだ、おまえという話は常

に言っていますと。絶対起きるんだと思ってやれやという話は常にわかっていますという話

でやっています。ただ、それでも起きるんだ。事故というのは。 

  そのための責任について業者とＣＭＪＶあるいは町とＵＲのあたり、間で当然契約条項の中

でなければ別のところで話し合いをしております。 

  それでも多分、多分というか起きると私は考えたほうがいいと思う中で工事を進めていただ

きたいというお話をしております。 

  議員窓口に、私のところに来て今のお話前されましたけれども、私も同じです。事故が起き

たらそれはもう私はいても立ってもおられません。という思いの中で、ごめんなさい。毎日

祈念公園に私は行っています。行って、穴ないかというあたりはうちの職員としても私行け

ないときは職員なりでとにかくいろいろな目で見ましょうという形で、きょうまで参ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 17日の開園を目前にして、先日の19号の被害は全くなかったんでしょう

か。その辺お伺いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 今回17日の一部開園のエリアにつきましては、ほぼほぼ被害は

なかったものと思っております。 

  ただ、一部17日のエリア開園外の部分で防災対策庁舎周辺が冠水をいたしましたので、その

影響で設置しておりました配電盤につきまして、一部部品の交換が必要となりました。 

  祈念公園の19号の影響といたしましては、私の聞いている限りはそういったところでござい

ます。 
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○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 防災庁舎のあたりは常に水があそこはたまる場所なので、今後とも公園

の設置と整備については、ポンプアップをするということで、２台をポンプアップの機械を

設置する予定になっていましたけれども、その機械が今回の19号で浸水、あたりが浸水した

のと同等程度のもので間に合うのか、それを使用、ポンプをどのような形で使ってくみ上げ

たのか。使わなかったのか。その辺お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） マンホールポンプが稼働していたのかということでございます

が、稼働はまだしておりませんでした。 

  現在工事中でございます。マンホールポンプ、防災対策庁舎の西側の部分が今、張芝の工事

を進めておりまして、いわゆる砂とか泥とかを敷きならしたりという工事をしておりますの

で、マンホールポンプにつきましては、完成後に稼働させるというような考え方でございま

した。 

  あのエリアにつきましては、そうはいいながらも仮設の排水ポンプを設置をいたしまして、

水をかいていると。19号が来たときにもそういう状態でございましたが、何分物すごい大雨

でございましたので、あの一帯は残念ながら冠水をいたしました。 

  マンホールポンプを設置、加えて配電盤の位置でございますけれども、現在約３メートルほ

ど現地盤より盛り土工事を進めておりますが、その配電盤は盛り土前の状態のところに仮置

きをせざるを得ないということで、置いてあった状態でございましたので、完成後におきま

しては、その配電盤の冠水も19号と同等程度であればないだろうというふうに考えておりま

す。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 今後台風19号の水位、それらにも対応できるというようなお話でしたけ

れども、その何日、今回の19号で冠水した部分の水を排水するのに何日かかったのか。１日

で終わったのか、何時間で終わったのか、ご存じであればお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。私も現場行ったんですけれども、翌日か翌々日か

ぐらいまではたしかかかったというふうに思っております。 

  加えて申せば、やはり同じような、19号と同等レベルのぐらいの大雨が降った場合は、防災

対策庁舎の部分は完成後においても冠水が見込まれます。 
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  ただ、マンホールポンプを稼働して、何日、１日で終わるのか２日かかるのかわかりません

けれども、どういう雨が降るかわからないので、ただ、あの種の雨が降ればやはりあの一帯

は冠水をすると考えております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） これから完成していくわけですけれども、やはり今回の19号台風を教訓

にして、今後のどのようにしてあそこを利用させるか、例えば大雨が降った場合は、そこの

エリアに入らない工夫をさせていくとか、いろいろな、これを教訓にいろいろなことが考え

られますので、その辺は十分考慮して工事を進めていっていただきたいと思います。 

  それでは、１点目については終わりといたしまして、２点目、済みません。通告と順序が違

っております。 

  ２点目、祈念公園の追加工事、２回増額の内容再確認についてでございます。 

  先ほどの町長の答弁でもありました、平成29年５月定例会で増額変更１回目ありました。２

回目は、工事の延長の変更でした。１回目は、地中埋設物撤去工事費１億3,000万円として計

上しております。その内容説明資料に開示請求をしたのと照らし合わせると、そのほかに第

３回目は、瓦れき撤去として6,500万円と出ております。どちらもこの開示請求の書類から工

事内容がわかるものは、資料の中には出てきませんでした。 

  この２つの変更契約に値する現場写真や東松島に運んだと思われる痕跡がちょっとわからな

いところがあったので、もしくはこれ以上のものが開示請求で出てくるのか、後は出てこな

いのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 物すごい数の開示請求をいただきました。うちの職員、それこ

そほかの仕事を置いてでもやらなきゃいけないのかなと思うぐらいの大量の開示請求を今回

いっぱい出てきて、とにかく探せと。これ真剣に真面目に対応しなきゃいけないんだという

ことで、私も指示をしながら、一生懸命開示請求の趣旨を理解しようと思って、それこそ夜

っぴてやりました。隠すことなく、一生懸命あるものを出しましょうと。でも、ないものは

ないんだということで、しっかり対応させていただいたつもりでございます。 

  その中で、わからないことはありますけれども、瓦れきのコン殻等の撤去につきましては、

まだ業務が完成していない限りにおいて、町として成果品として町として保有をしていない

という状態でございますので、今現時点でと言われても町として保有していないものはお出

しすることができないと。 
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  ただ、最終的に業務が完了した後において、成果品としてその写真等が引き渡された後にお

いては、開示請求がございましたら、お出しをできるというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） もう１点お伺いします。 

  変更工事費に記載されていたのは、殻撤去費でしたね。この殻撤去とは、アスファルト殻と

かコンクリート殻など、建設副産物の廃棄と聞きますが、それであれば、基本的に当初設計

に組み込まれるべきではなかったのかなという思いがしますけれども、その辺いかがでしょ

うか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。当初設計、当初の設計には当然入って、議員ご指

摘のとおり入っておりませんでした。時間のない中で、とにかくまず動かそうということで、

まず工事を始めさせていただこうという中で、あとは不確定要素とかにつきましては、発注

した後において走りながら、考えながら走りながらという形で、祈念公園を28年の12月です

か、に議決をいただいて契約をしたということでございます。 

  ご指摘のとおり、当初は瓦れきの処理については、契約に入っておりませんでした。この何

で入っていなかったのかという考え方でございますけれども、祈念公園のエリアはすべから

く最終的に町有地という形になること、あと、一定程度の盛り土が図られることといった中

で、かつ、保健所なりとの細かい打ち合わせがなかなかまで到達できていなかった中での契

約でございました。 

  その後において、保健所なりと細部の瓦れき処理の関係につきまして確認をしたところ、や

はりとるべきはとるというのが考え方だからということで、その分はやはりとらないといけ

ないということで、変更契約をさせていただいたというものでございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 当初ではとってなくて、途中からということもわかりました。 

  再三殻撤去、１億3,000万円の場合は地中埋設物撤去、6,500万円のときは瓦れき撤去となっ

ていました。しかし、この中身を見ていくと、確かに試掘したときは細いもの、タイヤだと

か、サッシとか、いろいろ家庭で使っているものも試掘したときの写真には出てきました。

しかし、それを運んだという写真もなければ、殻、確かに殻、コンクリート殻、前回も説明

の中で、殻とありましたけれども、それらを運んだ、それはあります。2,400立米ですから、
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2,400トンになりますけれども、それを運んだというマニフェスト、伝票もありますけれども、

それらは１億3,000万円、そして6,500万円に値するような額ではないと私はこれを見てです

よ、開示請求したものを見てそう思いました。 

  この中の１億3,000万円、１回目の１億3,000万円のこの金額ですね。１億3,000万円の金額

がこれでは事業費１億1,630万円と、金額が違っているわけなんです。これ見積もり。ＵＲの

出した見積もりと。 

  それから、この６億3,000万円、第３回目の契約の中で、６億5,000万円の内訳が7,931万

7,000円、今回申請があるときなっているんです。議会に出した１億3,000万円と6,500万円の

数字がこれ合わないということになりますけれども、その辺はどういうことなんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、ＵＲと町の契約は、議員皆さん篤とご承知のとおり、あ

くまでも概算契約でございます。瓦れきの処理もそうなんですけれども、掘ってみなければ

わからないと。ボリュームですね。という部分があるので、あくまでも想定推量の中でボリ

ュームを推計をして金額を概算ではじいて契約をすると。 

  最終的に出来高で確定をするということなので、ぴったりではないというのがまず１つ。 

  あと、今の数字が合わないんだけれどもとかという部分につきましては、済みません。どの

書類をもってというお話がちょっとわからないので、ちょっと正確にお答えすることはちょ

っと困難です。 

  大変恐縮なんでございますけれども、そういった細部につきましては、私も全部細かい部分

まで全部承知をしているわけではございませんので、大変恐縮なんですけれども、開示請求

書をいただいた中身について疑義がある場合は、どうぞうちの課のほうに来ていただいて、

そこは解決していただければありがたいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 済みません。金額のほうが次の３番目の工事金額のほうで申し上げてい

るところを今の場面で言ってしまいましたけれども、まず、今までの説明では公園、緑地、

きょうではなくて、今までの議会の中では、この祈念公園というのは市街地ではないので、

制度上土地区画整理事業は適用できないと説明されてきたのを私はそう解釈しています。 

  この瓦れき撤去事業は、市街地整備事業予定地区で運用可能な事業ではないでしょうか。そ

れで、そう解釈してよろしいでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 
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○復興推進課長（男澤知樹君） 瓦れき処理は、特に市街地整備事業でしかできないというもの

ではございません。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） じゃ、３番目の工事金額が適正であるのかということに入らせていただ

きます。 

  先ほど申し上げました１億3,000万円と6,500万円の差異があるという、議会の資料との差異

があるということで、先ほどお伺いしました。 

  次、地中埋設物の撤去工事として、水道管撤去の写真や仕分書が開示請求で出てきました。

それらを精査分析すると、上下水道課が直接工事発注したもので、ＵＲが発注したものでは

ないようなんです。どうもこの開示請求見ますとね。 

  さらに、その廃棄物処分のマニフェスト、マニフェストというと廃棄物の処分伝票ですね。

それはＣＭＪＶの現場作業車のものでした。 

  このような混乱がなぜ生じているのか。わかっている範囲でお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。わかりません。水道所長わかりますか。 

  申しわけないんですけれども、もう１点だけお話しさせていただきますね。町、わかる限り

一生懸命私も答弁用意してお答えをいたしますけれども、本業務、区画整理もそうなんです

けれども、町はＵＲに業務を委託をして、ＵＲが発注者となって、発注者の責任において業

務を受注者であるＣＭＪＶにやっているということでございます。 

  ですので、済みません。マニフェスト、逐一我々の手元には届きません。マニフェストで言

えば、最終的には来るんですけれども、逐一はＵＲにも届きません。発注者が運搬事業者あ

るいは中間処分業者との間で正確にやりとりをしながらというものでございますので、その

点につきまして、大変恐縮なんですけれども、お答えはいたしかねると。そういう立て分け

でございますので、さすがにわからないものでございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） １億3,000万円、6,500万円どちらも地中埋設物、瓦れき撤去、その工事

費なわけですけれども、この開示請求から見えたものがその裏づけとなるものがなくて、出

てきたのは上下水道課が発注している、その2,000万円前後の瓦れき撤去、水道管の撤去です

ね。地下埋設物ですから、水道管の撤去、それがきれいに写真づけで出てきているんです。 
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  だから、私の頭の中ではとてもこれどうなんだろうなと疑問ばかり残ってくる、この開示請

求の中身でした。 

  じゃ、その地下埋設物である下水管とか、そういうものはどうしたんだろなと思って聞いた

ら、それはこの南三陸町、志津川の地盤も常に水が乗って柔らかい土質なので、そのまま埋

めているものもあるということでした。だから、抜けない。抜くとそこの地盤が弱くなって

しまうから、そのまま埋めているものもある。で、出て来ない。水道管だけがきれいに、そ

れも直接発注ですから、ＵＲでない、そういう業者さんに発注して、金額が今2,000万円前後、

詳しく何百何十までは記憶ないんですけれども、2,000万円程度のものだったんです。 

  だから、そういうことをしていくと、どうなのかな。そのＵＲの部分がこれ以上出てくるの

かな。裏づけとなるものが出てくるのかな。出てきてほしいなと思っております。 

  19日また残っているものが開示請求が出てきますけれども、それにあればいいんですけれど

も、そういう心配も疑念も持っております。 

  それから、時間もないので、次４番、祈念公園エリアの県工事との連携についてでございま

す。 

  復興祈念公園とさんさん商店街を結ぶ中橋について、八幡川堤防の護岸工事は県から町へ委

託工事と聞いております。この委託工事の状況について、開示しましたら、28年契約してか

ら31年まで変更、変更の山でした。こういう一連の、こんなに変更、あそこの部分だけでこ

ういう変更が、変更の山でいっぱいでした。中身見るの大変でした。 

  私の頭では理解しがたいわけなんですけれども、その変更契約についてどういう理由でどう

いう経緯だったのかお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 中橋の護岸工事エリアにつきましては、さまざまな工事が輻輳

いたしておりますので、その時々の影響を工事の工期に照らして延長する必要があるといっ

た場合において、宮城県と打ち合わせをした上で、協定の変更を交わしているというもので

ございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 私は、復興事業推進課に行って、なぜこんなにおくれるんですかと。お

くれるたびに経費が膨らんで、ＵＲの職員の分も持たなきゃないので、こんなにおくれてい

るんですかと言うと、県のほうがおくれている。県工事がおくれているというお話でしたの

で、私も県に行って聞いたら、いや、それは違いますよ。町さんに委託しているので、町さ
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んから聞いてくださいと。県の責任ではないですよと。責任どっちが責任逃れしているんだ

か私にはわからないんですけれども、そういう話の中で、これを見ると、実績報告、29年度

協定書に係る実績報告書が完了届と１回出ております。というのは、その中身を見ますと、

延長ですね、右岸と左岸の延長がちょっと変わった、変更があったという、協定延長の内容

でした。 

  そのほかのものは、中身が見えないんですけれども、この28協定を結んで、31年までどうい

うために変更、変更といったのか。その辺もう一度お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩します。 

     午前１０時５２分  休憩 

                                            

     午前１０時５３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 結構なボリュームなんですよ。議員おっしゃるとおり、何度も

変更かけております。協定書というのは、県とやりとりしているのは、基本的な考え方を示

した基本協定及び年度ごとの事業エリア、事業費をそれとは別にということで、今２つセッ

トで動いていくということなので、結構大量になるんですよね。 

  変更の中身でございますけれども、県と協定をして結構な金額でございます。これにつきま

しては、町は升川建設及び佐藤工務店という形でそれぞれ工事請負業者と契約を交わして、

議会のほうにお示しをした上でこれまで変更の理由も説明をさせていただいた上で来ており

ますので、議長が申したとおりでございます。 

  さらにということでございましたら、どうぞうちの職員のほうに確認をしていただければ丁

寧にお答えをさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） １点だけお伺いしますけれども、それは工事のおくれに伴うわけですけ

れども、県に県はいや、町さんの、町は県がおくれていると言うんですけれども、県が町、

委託契約しているから、町さんに任せていますよと言っているんですけれども、その考えは

どうなんでしょうか。どちらが正しいんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 
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○復興推進課長（男澤知樹君） 県のせいだ、町のせいだというようなふうに私どもは考えたこ

とは一つもございません。質問にもございますとおり、宮城県、あとは国さんとか県さんと

か、関係機関と連携とありますけれども、調整をしながら、一緒に復興を進めていこうとい

うことでございますので、何も町は県のせいだとか、県が町のせいだというような話ではな

いというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） ７番、時間の配分もありますので、２件目に入ったらいかがでしょうか。

及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） それでは、この辺で１点目の質問を終わります。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。再開は11時15分といたします。 

     午前１０時５５分  休憩 

                                            

     午前１１時１３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開をいたします。 

  ７番及川幸子君の一般質問を続行いたします。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） それでは、２件目、公共交通体系の確保についてでございます。 

  三陸自動車道延伸により、宮城交通仙台直通バスが７月１日から歌津枡沢停留所が廃止され

ました。町民の命を守る足であるはずの仙台直通バスが三陸道をおりないで志津川駅まで行

くことに歌津町民が嘆いております。 

  廃止から半年たちましたが、いまだこのことについては、何の説明もなされておりませんけ

れども、どうなっているのか、経過をお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） では、２点目のご質問、公共交通体系の確保についてお答えをしますが、

民間事業者であります宮城交通株式会社が運行する高速バス仙台気仙沼線につきましては、

三陸縦貫自動車道の延伸等に伴い、本年７月１日から歌津枡沢停留所が廃止されたところで

あります。 

  町といたしましては、歌津地区住民にとって仙台市内へ直接乗り入れることができる、貴重

で欠くことのできない移動手段であることに鑑み、停留所の存続に向けた要望を行ったとこ

ろであります。 

  しかしながら、最終的には民間事業者の判断として廃止とされたものであります。 
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  今後は、地元住民による要望活動が計画されているところと伺っておりますので、町といた

しましてもこの活動の仲介役を担うなど、住民活動を後方から支援するとともに、ＢＲＴに

おいてはさらなる利便性を確保するため、鉄路で運行されておりました快速仙台行き南三陸

号と同様の運行について、ＪＲ東日本と協議してまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 地域住民の要望に委ねるというご回答でしたけれども、今ＪＲさんのほ

うに以前震災前にありました鉄路、それが快速が仙台直通の快速がありました。そういう快

速というか、ＢＲＴで、そういうことを考えているという、今ご答弁ありましたけれども、

今後それは可能性として、近い将来なのか、時間がかかる予定なのか、その辺をお伺いいた

します。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今の段階で見通しはございません。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 期待したり残念に思ったり、ちょっと動揺しておりますけれども、６月

議会で私が緊急の質問をしたとき、副町長の答弁では、宮交から２月と５月、２回の協議で

ここは乗車率が悪いから仕方がないような話をお伺いしましたけれども、例えば朝夕、朝１

日のトータルですると乗車率が悪いという、そういう12で割ったということだったんですけ

れども、朝と朝行ったのが夕方帰ってくる、その便だけでも残してもらいたかったんですけ

れども、それがあれば、仙台の医療機関に行ける。そして、帰ってこれる。ＢＲＴで行くと

乗りかえがあるので、１日で帰ってこれない。泊まらなきゃならない。そういう状況下なん

です。 

  ですから、ここをぜひ頑張って、朝晩の直行便だけでも残してもらいたかったというのは地

元の要望でございます。 

  ここは、副町長、歌津の方ですので、その思いは十分歌津の人たちの思いがわかるかと思わ

れますけれども、副町長の見解を下さい。 

○議長（三浦清人君） 副町長。 

○副町長（最知明広君） ちょっと時系列的に説明をさせていただきますが、最初の予定では４

月の20日からもう廃止をしたいというようなことで、ことしの１月18日に宮交さんが直接お

いでになりました。そのときに、町としては、受け入れかねると。何としても存続を、再考

をお願いしたいというようなことでお話をして、２月に４月の20日からダイヤの改定を予定
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を７月まで延期をしますというような、そういう返答がございました。 

  その後に、私直接要望書を持って３月27日に宮交さんに伺っております。そのときに、今言

ったように、１日に１便往復だけでもいいので、歌津に停留所を設置したような、そういう

ような、本数少なくしてもいいから、そういうことはできないかというようなこと、それか

ら、もう一度再考の方法として、時間がかかるのであれば、別なところの停留所、例えばイ

ンターの近くですね、そういうところに停車することはできないかというような、そういう

お願いもしてまいりました。 

  ところが、最終的には、４月の26日、残念ながら、それには応えられないというような、そ

ういうお話で、最終的には７月にダイヤ改正がありまして、歌津の枡沢が廃止になったと、

そういう経緯です。 

  ですから、町としては、その歌津の枡沢の停留所を廃止することについては、決して容認し

たというようなことではなくて、町としての立場としては、ぜひ再考してほしいというよう

なお願いをしておったんですが、残念ながら、事業者はそういう決定に至ったというような

ことでございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 結果的には廃止ということで、現在はこの直通のバスがなく、いまだに

この地元、先ほどの答弁では地元からの要望を待っているというお話なんですけれども、そ

の動きとしては、当時区長さん方とも協議して進めていくというようなお話も聞かれました

けれども、その辺どのようになっているのかお伺いいたします。頓挫しているのか、それが

動いているのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 何か町が先導して要望活動を行うということではないんです。あく

までも地域の方からそういう要望活動を行いたいといったような話は出ていました。 

  町とすれば、その仲介役を担いますと。町として公文書で宮交さんに要望した文書もこうい

う内容では一応要望していたというお話はさせていただいております。 

  先般その活動を支えている地区の方からそろそろそういった動きをやっていくという話は先

般も伺っています。 

  仲介役としての町の位置づけという形になりますので、そこはご理解いただければと思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 
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○７番（及川幸子君） 仲介役で町が入るということなんですけれども、やはりこれは住民皆さ

んが困っていることですので、仲介だけではなくて、いや、副町長行ったからだめだではな

いんですけれども、町長どうでしょうかね。これをみずから先頭切って宮交……、以前は補

助金を出して宮交さんにバスを動かしてもらっていて、補助金やって、そして成り立ってお

りましたけれども、そういうことなども考えなきゃならないのかな。生活の足ですので、い

かがでしょうか。町長、そういう考えは。今後。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 前にも副町長お話ししておりますように、基本的には乗降人数が圧倒的

に少ないというのが現実であります。 

  枡沢で乗っている方々、平均1.1とか1.3とか、いわゆる１人、ほとんど１人しか乗りおりし

ない。 

  したがって、民間事業者であります宮交とすれば、採算も含めた形の中で、やはりこれでは

継続してこの路線を運行するということについては難しいという、民間の、民間事業者です

から、そういう判断ということになったわけですので、先ほども副町長言いましたように、

町としての意思については、明確に宮交には伝えております。 

  しかしながら、先ほどお話ありましたように、宮交とすれば受け入れられないと。町の考え

方は受け入れられないということでございますので、これはあと地域みんなで活動するとか、

そういう方向しかこの先の手はなかなかないのかなというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ただいま1.1というふうなお話でしたけれども、実はあそこ宮交さんで

も知っているぐらい、枡沢で、歌津枡沢で随分乗ってもらっているということは、向こうか

らもお話出ているんです。それが12で６回の往復で12で割っているから、そういう数字にな

るんですけれども、朝６時台と８時台にはかなりの人数が乗って、宮交でも評価しているぐ

らいなんです。枡沢では乗客が多いということは。それは、宮交さんにも言われていたんで

す。枡沢、ここ乗る人多いですからねということは。 

  それっていうのは、６時と８時の台、朝なんです。結局仙台さ行く用足しに朝の便で行って

夕方帰ってくる。それだけでも残してもらいたいですよ。 

  汽車もなく、今度は直通バスもとまらない。生活環境の悪化となり、ますます若い人はいな

くなりますよ。陸の孤島となり、そこを危機感持って、宮交にかけ合ってもらいたいと思う

んですけれども、町長はそれは地元に委ねるということなんですけれども、そうすると、い
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つになるかわからない。そうすると、ますます残る、この町に残る人がいなくなる。そうい

う悪循環になってくるのかなと思われます。 

  今志津川高校が定員割れで、存続が心配されていますけれども、震災前、鉄路があった時代

は、生徒の半数が町外から来ておりました。今は、ＢＲＴなので、町外者は２人か３人です。

私も懸念されて、震災後卒業式なんかに行っていたんですけれども、本当に４人、数えるぐ

らいしか今町外から来ておりません。随分変わったものだなと思っておりました。 

  交通体系の整備は、基本法に基づき、町が考えるべきだと思いますが、今後どうでしょうか

ね、この辺。ただ地域に委ねておくのか、何とか手を、町長みずからこれを何とかしなきゃ

ないという意気込みはどう考えていますかね。もう一度お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 意気込みがと言いますが、基本的に一番最初にこの存続を願い出て交渉

したのは町でございます。結果として、そういった宮交の最終判断ということでございます

ので、これでまた私が行ったからといって、あるいは副町長また行ったからといって、宮交

の決定が覆るということについては、なかなかこれは現実的には考えづらいというふうに思

っております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 何年か、ちょっと年度は忘れたんですけれども、前私がこの件で鉄路の

件でも質問したら、夕方仙台に行く直行便が気仙沼で満車になると、こちら、歌津、志津川

で乗る人たちが困って乗れなくなりますよと質問したことがありました。したら、町長は後

から続行便が出るから大丈夫だと。そういうご答弁されていらっしゃいました。 

  そのときは、ああそうなのか。やっぱり我が町の佐藤町長だなと感心しました。 

  そういうこともありますので、やはり副町長がだめだではないですよ。町長の力は偉大な力

がありますので、宮交さんに行って何とかお願いしますと言えば、何とかなるような思いが

しますけれども、一肌脱いで町長が行くことによって宮交の声が大きく届かると思うんです。 

  先ほど停留所の場所も変えてという、副町長のお話でしたけれども、やはりそうしたことも

工夫の１つだと思いますね。私もあそこまでインターからおりると、やっぱり３分、４分か

かる、おりていくとかかる。そういうことを考えると、やっぱり歌津インターのそば、あそ

こ駐車スペースがありますから、そこにおりてくると何分もかからない。そうしたところま

で車で行って、そこから乗るという方法も１つの利便性になるのかなという思いがいたしま

すので、その辺今後ですね、そういう考えで宮交と交渉していただくという考えはあるのか、



 ２０９ 

ないのかお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 副町長。 

○副町長（最知明広君） 先ほどもお話ししましたが、廃止をする時点で、その代替案というこ

とも含めて宮交さんのほうには私から直接お話をさせていただきました。 

  一旦は宮交さんもわかりました、じゃ検討してみますと。それから、１カ月もたたないうち

にだめでしたというような、そういう返事が来たというのが実態でございます。 

  ただ、形としては、民間事業者でありますので、そのときのお話では、やはり速達性、なる

べく早く仙台に着きたいんだというような、そういうようなお話でございました。結局気仙

沼から仙台まで、できれば２時間で結びたいんだというような宮交さんのお話でございまし

た。 

  そうすると、いわゆる三陸道乗ってきて、途中で何回もおりると、その分の時間のロスが大

きくなるというようなことでございましたので、その代替案として、では、インターの近く

の停留所を町で何とかするので、再考できないかというような、その代替案もお示しをいた

しましたところ、最終的にはそちらでも検討したんですが、だめだというようなお話でした。 

  ただ、町としては、今後先ほど町長答弁で申し上げましたが、ＪＲさんとＢＲＴの関係で、

ぜひ同じような状態でつなぐダイヤの改正もできないのかというようなことの相談をさせて

いただいております。 

  ですから、すぐに実行できるかどうかはわかりませんが、短い時間で、例えば停留所を飛ば

してＢＲＴが運行するというような、そういう代替案についても町とＪＲ側での協議という

ふうなことは今からその余地はございますので、そちらで逆に補完をするというようなこと

を考えてまいりたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 速達性が宮交さんで出してきたと言うんですけれども、ＢＲＴはそれ以

上に速達性を求めるはずです。背骨の役目をするＢＲＴが沼田の病院に入って、中央団地に

入って、そういうことを町のトップである町長がそういうＢＲＴ、鉄路がわりのそういうも

のまで背骨であるのを肋骨線のように、沼田、ここの志津川をＢＲＴを回して動かしている

ということを考えると、やはり、この直通バスも町長の判断、努力でいかようにもなるんじ

ゃないかなという、そういう思いがいたしますので、どうでしょうか。そういう力強い町長

の宮交さんとの交渉に町長さん乗り出してはいかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 
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○町長（佐藤 仁君） 何でもかんでも言えば世の中通るということでもございませんので、先

ほど言いましたように、今ＪＲの事務方として、快速南三陸号ということの運行について、

今交渉しているというところでございますので、代替案という形の中で、そういう方向で考

えていきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） いつになるかわからないですけれども、そういう代替案を考えていると

いうことですので、それに期待して、この辺、これでこの件について私の一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長（三浦清人君） 以上で及川幸子君の一般質問を終わります。 

  これで一般質問を終了いたします。 

  総務課長から補正予算書の事項別明細書の訂正について発言したい旨の申し入れがありまし

たので、許可いたします。総務課長。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 大変申しわけございません。配付させていただいておりました予算

書の予算科目名の文字に１カ所誤植が発見されました。場所は、11ページの中の「清掃費補

助金」という文字に誤りがございました。議案書作成に当たりましては、細心の注意を払い、

慎重にしているところでございますが、誤ってしまいました。おわびを申し上げ、修正をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  修正をさせていただきたいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 補正予算書事項明細書、事項別明細書の訂正につきましては、既に許可

をしているところであります。 

  それでですね、12月16日の月曜日、昼食時間帯に訂正作業を行うよう指示いたしますので、

議員の皆さんは、令和元年度補正予算書を月曜日に持参していただくようお願いをいたしま

す。 

  16日の月曜日訂正をいたします。 

                                            

     日程第３ 陳情８の３ ＪＲ気仙沼線の鉄道事業廃止届撤回に関する陳情書 

○議長（三浦清人君） 日程第３、陳情８の３、ＪＲ気仙沼線の鉄道事業廃止届撤回に関する陳

情書を議題といたします。 

  職員に陳情書を朗読させます。局長。 
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     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） お諮りいたします。陳情８の３については、会議規則第92条第２項の 

規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、陳情８の３については委員会の付託を省略す

ることに決定いたしました。 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより陳情８の３を採決いたします。本陳情書は採択と決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） 異議なしと認めます。よって、本陳情書は採択と決しました。 

                                            

     日程第４ 議案第１１３号 南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第４、議案第113号南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第113号南三陸町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、新たに任用することとなる会計年度任

用職員に対し支給する給与並びに費用弁償に関し定めるべく制定するものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） それでは、議案第113号の細部説明をいたします。 

  本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和２年４月

１日から任用することとなる会計年度任用職員に対する給付について規定を整理するもので

あります。 

  制度の背景といたしましては、臨時職員の採用の方法等が法文上明確でないことや職務の内
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容に応じた任用勤務条件を見直すため、地方公務員法及び地方自治法が改正されて、新たに

会計年度任用職員が新設されたことに合わせて町の条例を制定するものであります。 

  条例案本分は、２ページから10ページまでですが、説明が複雑になりますので、議案関係参

考資料で要点の説明をさせていただきます。 

  議案関係参考資料の７ページからごらんをいただきたいと思います。 

  臨時・非常勤職員の任用根拠の変化というところですね。表の左側が現行の職種で、右側が

制度改正後の職種区分となります。上から申し上げますが、常勤職員とは、いわゆる通常の

一般職員と任期つき職員と、それから、定年後に再任用された職員を指します。２段目の再

任用短時間勤務職員は、定年後再任用職員のうち、パート勤務の職員を指します。 

  会計年度任用職員制度にあっては、そこから下の職に係る区分の見直しとなっております。 

  当町では臨時的任用職員も一般非常勤職員もまとめて臨時職員と呼んでおりましたが、今回

の制度で枠組みが変わることになります。 

  新しい制度では、臨時的任用職員に区分されるのは、正職員が病休や産休などで休んだとき

にその任務を代行する職員として任用する場合のみ臨時的任用職員と分類しますが、補助的

な業務に従事する形で非正規採用の職員、非常勤的な業務に従事する形での非正規採用の職

員については、全て会計年度任用職員と区分移行することとなります。 

  当町では一般会計で採用する臨時職員は、約100名程度おりますが、その多くはこの会計年

度任用職員に区分されることになります。これは、パートかフルタイム勤務かにかかわらず、

職務の性質によって分類されるものでございます。 

  また、特別職非常勤職員の中からも労働者性の高い職、当町で申しますと、消費生活相談員

や職業紹介所の相談員などにつきましては、会計年度任用職員へ移行することとなります。 

  このほか、特別職非常勤職員の分類に係る改正事項もございますが、その部分に係る条例の

改正につきましては、年度内に改めて議案とさせていただきますので、あらかじめご了承を

お願いいたします。 

  それでは、条例内容の説明に移らせていただきます。８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  まず、会計年度任用職員は、勤務時間が正規の正職員と同じ週38時間45分かそれ未満かでフ

ルタイム職員とパートタイム職員に分類されます。採用は公募によります。条件つき採用期

間が適用されるというところがこれまでの臨時職員制度と異なります。その期間は１カ月と

なっております。 
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  任期は、会計年度の範囲内とし、次年度において再度の任用を行うことも可能ではあります

が、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理することとなります。 

  服務の責任は、通常の職員と同様の責任を負うこととなります。したがいまして、分限や懲

戒の制度も適用されます。 

  給与につきましては、給料につきましては、フルタイム職員は正職員の１級及び２級の給料

表によって適用し、手当についても資料に記載のとおり支給されることになります。正職員

との手当の違いは、勤勉手当と住居手当がないところでございます。 

  パートタイム職員の場合もフルタイムと同様の考え方で、給料の格付をし、時間当たりで割

り戻して計算する方法で、手当につきましてもそれをベースに計算し、報酬または費用弁償

の名目で支給されることになります。 

  会計年度任用職員の給料及び報酬は、職務の内容に応じ、失礼しました。この部分は削除さ

せていただきます。 

  休暇についても年次有給休暇や特別休暇についても適用されます。社会保険及び雇用保険に

ついては、これまでも適用されておりますが、フルタイムの職員が引き続いて12月を超えて

勤務する場合は、退職手当と共済組合に加入することとなります。 

  これらの制度は、令和２年４月１日から施行となります。 

  今年度ベースでの試算によれば、財政的な影響を試算いたしますと、対象人数は99名となり、

給与の増額は１人平均39万8,000円、全体では3,900万円ほどとなります。これに社会保障の

町の負担を加えますと5,060万円の増額と試算しているところでございます。 

  財政負担を伴う制度改正ではございますが、国による法改正でありますので、よろしくご理

解賜りますようお願い申し上げ、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。及

川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 及川です。１点お伺いいたします。 

  今後町としての5,060万円の増ということなんですけれども、これはもちろん交付税算入さ

れてくると思われますけれども、それと、それから、期末手当、普通職員ですと期末、勤勉

手当の２段構えになるわけですけれども、その臨時職員で今度は新しく任用としていくのに、

その期末手当だけという説明でしたけれども、その99名の方々全員がその期末手当の該当に

なるのか。その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 
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○総務課長（髙橋一清君） 初めに、その財源の関係でございますが、交付税措置というような、

国からの補填の制度については示されてはございません。 

  ですので、これからの考えとしては、一般財源での対応というふうに考えておりますが、た

だ、復興事業などで雇用している部分などについては、そういった事業費の中で支弁される

部分もございますので、その点は申し上げておきたいと思います。 

  それから、期末手当につきましては、全ての職員に適用されます。 

  ただ、期末手当の制度そのものの中で、勤務された期間などによっての調整という部分は当

然ながら、我々一般の職員においてもありますので、それらの詳細の部分も全て適用されま

す。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） これ国に準ずると。準拠してのことだと思われますけれども、その考え

方として、同じ職員で仕事をしていくのに、片や期末手当だけで片やは期末、勤勉と入ると

いうところに仕事していく上でぎくしゃくするというか、人間の心理として職員、隔たりが

出てくるんじゃないかなという思いがしますけれども、これで仕方ないんだという国のこの

考え、それは説明の中で国からの説明の中でそういうところが懸念されたのかどうなのか、

その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 説明の中でといいますか、その中では特に触れられてはございませ

ん。 

  これまでそういった手当という部分ではなかった部分が相当な形で手厚くされる制度の改正

だということでは、十分な待遇改善がなされる制度なんだろうというふうに理解してござい

ます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 何点かお伺いしたいと思いますけれども、枠組みを変えていくという

ようなご説明ありましたけれども、その一番はどういうメリットがあるのかというところだ

と思いますので、何で変えるのということです。 

  そこを町民の皆さんにわかりやすく伝わるように、ぜひご解説いただけたらと思いますが、

まず、それが１点目です。 

  もう一つ、全国一斉の改正ということだろうと思いますけれども、その認識で間違いないの

かと。 
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  それから、３点目ですけれども、参考資料のほうで８ページ目に勤務条件等が載っておりま

すけれども、一番最後ご説明いただいた中が少しわからなかったんですが、常勤の職員以上

勤務している者が12カ月以上働くと。その場合は退職手当になるよということなんですけれ

ども、最初のご説明では、会計年度任用職員というのは、会計年度ごとの採用ですと。いう

ことは、12カ月超えることってどういう場合があるんだろうと、単純に疑問に思いましたの

で、具体例があればお話お示しいただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 非常に枠組みの部分ですけれども、少しわかりにくいんですけれど

も、現在の地方公務員法と地方自治法の中には臨時的な職員についての現実的にパートであ

ったり、長く勤務したりだけ、勤務の形態だけではなくて、本来正規の職員がやるべき仕事

までを臨時職員がするという概念が法律的に整理されて、加味されていなかったということ

なんだそうです。国から言えば。 

  そういったことから、従来の臨時職員を本来正職員が行うべき業務の部分は臨時職員、臨時

的任用職員としては残すけれども、いわゆる産休とか病休とかの分ですね。それ以外の本来

の正職員の補助的な形で行う部分については、別途会計年度任用職員として分けましょうと

いうくくりを新たにしたと。これが大きな枠組みの改正ということになります。 

  メリットとすれば、国では今非正規職員などの問題があって、同一労働同一賃金という考え

方の改正が必要だということから、臨時的任用職員の方々に対する給与面での制度の見直し

をちゃんとつくる必要があるという部分が国としての必要の部分、メリットということにな

ろうかと思います。 

  基本的な制度としては、法律、それから各市町村の条例という部分までは、全国一斉でつく

られるものでございまして、一般職については、この12月をもって全国一斉に改正されると

いう、早いところは９月の議会で改正しているところも一部あるというような状況でござい

ます。 

  勤務条件の中で、退職手当、共済組合の取り扱いの説明をさせていただきましたが、会計年

度任用職員はあくまで１年度ずつの任用であることは原則としてはっきりしておりますが、

結果的に同じ人がもう一度翌年度に別な人を募集するという手続の中で、結果的に同じ人が

町の職員として常勤で勤務するような形となっていた場合に、その実態が12月を超えて継続

しているというふうなみなし方をするという、そういった解釈になるそうでございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 
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○５番（後藤伸太郎君） じゃ、２つお伺いしたいと思います。 

  同一労働同一賃金という考え方の流れに沿っていくんだよということですけれども、これ、

制度改正、財政支出を伴う制度改正だというお話ありましたけれども、これに変わることに

よって、何種類か区分がありますよね。その臨時的任用職員、会計年度任用職員、特別職非

常勤職員と、全て引っくるめてでいいですから、現状の数から、要は財政支出が負担がふえ

ると言ったらちょっと言い方が語弊があるかもしれませんが、支出がふえるわけですよね。

なので、採用の人数をちょっと減らしましょうとか、そういった調整が行われる可能性が、

可能性というか、行われる考えが現時点であるのかどうか。これまず確認したいのが１つ。 

  それと、最後、３点目でお伺いした、結果的に１年でお勤め終わりですけれども、来年も募

集したら同じ人が採用になって同じ部署についたという場合は、その退職手当の対象になる

よということですので、そうなると、１つ懸念すべきところは、退職手当払わないように、

12カ月を超えないように採用についての判断基準に何か余計なものが入ってきやしないかと。

制度上そうなったら新たな支出が生まれますよという仕組みにしちゃっているのは、ちょっ

とまずいんじゃないかなと考えるんですけれども、そこは採用担当としては、いやそんなこ

とはありませんと答えるしかないと思いますので、きっとそう答えるだろうと思いますけれ

ども、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 今回のこの会計年度任用職員制度導入に当たって、国の段階で既に

いわゆる労働団体というような組織の方々からその実際の運用時において、そういった抑制

といいますか、そういった考え方はとらないでくれという動きは、声は当然ながらあります。 

  ありますが、やはり町の当然財政も考えながら進めていかなければならない立場でもありま

すので、そこはなるべく財政的な効率を考えて運営をしていかなければならないのは、我々

の立場の一部の任務だとは思っております。 

  ただ、それが余りに制度の意味を全くなさないような、そういった考え方はとれないだろう

というふうには思ってございます。 

○議長（三浦清人君） 昼食のため休憩といたします。再開は１時10分といたします。 

     午後０時００分  休憩 

                                            

     午後１時０７分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開をいたします。 
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  午前中に引き続き、議案第113号の質疑を続行いたします。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） じゃ、何点か伺いたいと思います。 

  まず、新聞ではこういった「ボーナスが出ても月給が減る」という、そういう見出しで出て

いた新聞もあります。そこで、先ほど課長の説明では、しっかりと真水の部分が3,900万円、

そして手当を入れて5,600万円ふえるということで、大丈夫だということは確信しました。 

  そこで、伺いたいのは、先ほど課長説明した１号、２号ということだったんですけれども、

給料のこの格付というか、その部分に対して１点、それは、仕事に対してのこの格付なのか、

それとも働く人の能力に対しての格付、その格付の根拠といいますか、方法、どのように考

えているのか、第１点伺いたいと思います。 

  第２点目として、この部分に企業の部分というか、病院関係と水道関係の部分も含まれてい

るのか。 

  あと、最後もう１点は、よくよその自治体の例ですと、外部委託をしているところもあると

聞いていまして、今後当町ではそういった可能性が少しでもあるのか、ないか、その点伺い

たいと思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） おっしゃっている、そのボーナスが出るようになることにあわせて、

給料、月額を調整するという、そういった自治体が先行してやったところのお話としてちょ

っと出ているのを私も見ましたが、結局年額の総額を余り変わらなくするために、期末手当

の分で出る部分を調整して給与月額を下げて格付をしようとした自治体があるようでござい

ますが、早くもやはり国の本来やるべき、やろうとしていることに逆行するということで、

問題になって、結果的に元に、元にといいますか、正規に戻したようなお話を伺っておりま

す。 

  ですので、町といたしましては、基本現在支給されている金額というものを下げるような、

受給者にとって不利益になるような調整というのは考えてはございません。 

  給与月額は、そういったものをベースに、新しい給料表に割り当て、張りつけて、格付をし

ていくような形になろうかと思います。 

  先ほどの説明の中にもちょっとあったんですが、いわゆる12月を超えてという、連続的に、

例えば雇用された場合においては、期間、任期はあくまで１年単位で打ち切る形にはなるん

ですが、再度雇用するときには、去年のそういった経験というものを加味して新しく格付す

るという形になります。 
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  その際には、給料表においては１号俸上がるような形ですね。１号俸といいますか、１年経

験を踏んだ人の格付というような形になっていく制度になってございます。 

  それから、病院と企業職員の部分につきましては、これには一般会計の分だけということで

すので、入っておりません。 

  病院の部分で約30人程度というふうに試算しております。 

  外部委託については、当町では現在行っている事例はないかと思います。 

  ただ、今後確かに新しい仕組みの中で、外部委託というものもその手法の１つの中に入れて

検討ということに、どこの自治体も一応は検討方法の１つにはしているようですので、当町

に当てはまるものがあるかどうかは、今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。 

     午後１時１３分  休憩 

                                            

     午後１時１４分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 今ちょっと正確にということがあったんですけれども、申し上げた

のは、人数の中で、99人というふうに先ほど説明した中に、それは一般会計の分だけで、病

院の職員はほかに30人ぐらい見込んでいるということは変わりありません。 

  ただ、今回の制度は、企業会計も病院会計においてもこの会計年度任用職員を適用していく

ような制度運営というふうにご理解をいただければというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） ９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今の課長の説明で、当町では今までの給料というか、それは減るという

ことはないということを確認させていただいたということでよろしいですか。はい。 

  あと、給料のこの格付について私お聞きしたんですけれども、給料の格付について聞いたん

ですけれども、来年度から始まるので、最初にこの認定というんですか、決めるときのその

基準というか、そこを私確認したかったんですけれども、今までしていた仕事をどういった

基準で号俸を当てはめていくのか。もちろん今までの仕事の基準があって、それに準じると

いうようにしたらわかるんですけれども、そこの決め方が、ですから、仕事の量なり仕事の

質に対して決まるのか、それとも使われる人の能力に対して決まるのか、その点、再度確認

させていただきたいと思います。 
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  あと、病院関係が30人、水道関係はないのかどうか。 

  それで、病院関係ですと、大体どれぐらいの予算がふえていくのか、その点確認できればお

願いしたいと思います。 

  あと、外部委託の件ですけれども、私お聞きしたのは、全部を全部外部委託にするという、

そういう自治体もあると聞いたので、当町ではそういったことがないということなんですが、

一部でも今後あるような形になるのかどうかだけ、再度確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 済みません。もし不足がありましたらばお願いしたいんですが、１

点目ですけれども、あくまでその職務の内容ということであります。職務の内容、規定の中

でも申し上げましたが、正規の職員の業務をそのままに、会計年度任用職員にさせるという

のは、基本的には余り事例としては好ましくないものと思っています。基本、今回明確にし

なければいけなかったのは、補助的な業務ということの部分でありまして、当然ながら決裁

権とか、そういったものは与えられるものではありません。したがいまして、その従事する

業務に合わせて給料表の格付がされるという意味合いになります。 

  ですから、給料表、正職員の給料表でありますと、１級から２級、３級、４級と、こう上が

っていきますけれども、補助的な業務でありますので、正規の職員が入って１年目から従事

していくときに張りつけられる１級の給料表の中で昇給していく、昇給しても１級の中で昇

給するとかという、そういった考え方になります。 

  それから、ちょっと水道のほうの臨時職員の人数はちょっと後で所長にお答えしてもらおう

と思いますが、病院のほう、約30名とすれば、一般会計のほうが約100人ですので、0.3と、

３割相当分ぐらいになるんだろうと思います。単純計算で5,000万円に対して0.3ということ

だと、1,500万円ぐらいになるのかなと思われます。 

  委託の部分については、申しわけないんですが、これからの検討ということですので、今お

答えできる部分というのはございません。 

○議長（三浦清人君） 上下水道事業所長。 

○上下水道事業所長（佐藤正文君） 水道事業につきましては、次の議案によりまして、この会

計年度任用職員が適用されるというところになりますが、この113号の議案の中に該当する職

員は現在おりません。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 以上の説明で大体わかったんですけれども、これ町長に伺いたいんです
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けれども、今回の制度によって官製ワーキングプアと呼ばれている人たちの解消に少しでも

役立つかどうかという、そういう考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ご指摘のワーキングプアの部分とこの問題につきましては、連動はしな

いというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） こういった給与体系とか、新たな制度に関しては、法律の施行というこ

とで幾ら町の財源から5,600万円出すといってもなかなか被災した町であり、やっぱり財源が

厳しい中でこの負担というのは町にとっても大変だと思うんですけれども、この辺に関して

は、町として問題はないのか。10年にして５億円という金がここで発生していくと。今法律

が決まったので、これはずっとこれからも継続になっていくと思うので、ちょっと財源的な

面を心配していますが、その辺お聞かせください。 

  あと、今今回の法律の施行でもって、この対象が90名というふうな形の、さっき総務課長の

説明だったと思うんですが、パートタイマーですね、パートタイマーの方にも結局厚生年金

のような形でもって今後社会保障制度が日本にとっても結構大変な状況なので、こういった

制度に政府がしたような、私は受けとめ方をしていますが、これというのは基本的に町のほ

うとしては、法律だからしようがないと。そういうような判断でこれを今後進めていくとい

うことなんでしょうか。その辺２点お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 財源のご質問がございました。さきに７番議員さんからご質問いた

だいたときにお答えさせていただきましたが、現段階で明確なことは言えないので、一般財

源ですとお答えをさせていただきました。 

  より踏み込んで情報をとろうとすれば、今県から我々説明を受けている段においては、その

ようにお答えするしかないんですけれども、国の中では今総務省のほうで地方財政計画の中

にこれを入れて、財政的な組み立てをしたいということを考えていて、総務大臣もそのこと

を口にされております。 

  ただ、財務省との交渉は非常に難航が予想されている段階で、全く交渉の行方というのは

我々の知る余地のないところになっておりまして、そういう意味で、今段階では一般財源で

という覚悟で制度導入せざるを得ないだろうというふうに思っております。 

  それがしようがないのかという受けとめ方ですけれども、国全体として今非正規雇用が過去
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の時代よりも相当数社会的構造の中で多くなり過ぎて、本来的にその国民の方々が安定的に

生活をしていく上での給与体系として、給与制度として今回の会計年度任用職員制度という

仕組みが国としてやはり必要だという判断に立たれておりますので、ここは町の行政として

もそういった趣旨を踏まえた運営をすべきだろうというふうに決心してといいますか、お諮

りをさせていただいているということでございます。 

  済みません。もし漏れれば。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） これを実施する初めのころは、基本的に町の財源でもってこれを補って

いくというような形で進めると。そして、今後に当たっては、総務省、財務省とのいろいろ

なやりとりの中で、これは国からの交付的なことも今後考えられるのかなというような、今

の総務課長の説明でした。 

  ぜひ町としても地方自治体全体でやっぱりそれはなかなか厳しい財源にある地方自治体です

ので、その辺はやっぱり政府のほうに訴えていく必要が私はあると思いますので、その辺は

町のほうにお願いしたいと思います。 

  今回正規社員になると、正規職員になると基本的にやっぱり厚生年金が発生してくるものと

思います。例えば厚生年金の場合ですと、自分の給料の部分の数万円を自分が出して、あと

は町のほうでその同等の額を出すというような形なので、本人の給料は減ると思いますが、

将来的な生活の安定のための厚生年金としての支給にプラスになるというような方向だと思

いますので、いいとは思うんですが、やっぱりその厚生年金をもらうまでに給料が減るのか

なというような、手取りの給料が減るのかなというような、ちょっと心配もしていますけれ

ども、法律上その辺もしようがないのかなと。その辺も納得せざるを得ないと。 

  しかし、今町の職員の削減も含めて、管理委託も含めて、削減の方向で動いている中で、今

後町の職員を減らしていくような方向に町があるとは思うんですけれども、そういった現状

の中で、まだ定年前でやめる方とか、あと前回私も新採用の件で質問したんですが、やめる

方が多いと。そして、その方が間違いなく５年、10年と勤めていって職員の育成がなされる

と思うんですけれども、パートとかにしているということは、その正規職員が少ないからパ

ートで補っているというような形の、私は判断を見ているんですが、今後の今12月ですから、

３月にまた退職とか、あと新職員の採用とかありますが、その辺の動向、今現在わかるので

したらば教えてください。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 
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○総務課長（髙橋一清君） 新しい職員の採用計画ということでお答えしたいと思います。 

  ことし定年で退職見込みの職員数３名と、それに年度間に退職した職員の合わせて補充をか

けていかなければならないだろうと。今見通しの中で最も慎重といいますか、考えていかな

ければならないと思っているのは、まさに派遣職員の方々がいなくなる年度のプロパー体制

での組織が確立できるように、育成も含めて図っていかなければならないというところが最

も大きな課題というふうに思っておりまして、そのために必要な人員というところは、やは

り確保していかなければならないだろうと。 

  そこは、やはり受験者数、実際に受験される方々の中から町の行政業務担うにふさわしい

方々を十分確保していけるかどうかというところは、これはやはり受験者の数が十分でない

となかなかそれも難しいところはあるんですけれども、そういったところで計画を進めてい

るというふうにご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 総務課長からも定年退職の方もいるし、私の情報ですと何人かまた職員

の方が退職前にやめるというような話も聞いています。このパートタイマーの職員雇用に関

しては、やっぱり正職員が少ない分を補うということで、１人の職員で済むところを２人、

３人使って今の仕事を処理するというような方向にあると思うので、人事担当の総務課長な

ので、やっぱり末永く勤められるような職員指導、教育、その辺は欠かせない、今必要なも

のだと思いますので、パートタイマーの数云々よりも正職員のしっかりした職員の採用に力

を私は入れてほしいと思います。 

  町長、どうでしょう。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） まず、大前提として、今回の制度改正に伴って地方自治体の負担がふえ

るということですので、実は町村会も含めて制度設計したのが国ですので、やっぱりその応

分の交付税算入なり、そういった財政支援ということについては、訴えていく必要あるんじ

ゃないかという声は実はあります。 

  ですから、この後にどういうふうな動きになるかということはともかくといたしまして、そ

の辺は努力していきたいというふうに考えてございます。 

  いずれ、あと今の今回99人ということですが、いずれこれがこのままの数字でいくかという

ことになりますと、少しずつでもこれは減らしていかざるを得ないだろうというふうに認識

をしてございます。 
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○議長（三浦清人君） 職員指導はどうなの。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 議員おっしゃるとおり、そういった今後の課題という部分もありま

すので、派遣職員の方々がいなくなった後の新しい体制のための職員の育成、指導という部

分については、今後一層力を入れてまいりたいと思っております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第113号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第５ 議案第１１４号 南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例制定につ

いて 

○議長（三浦清人君） 日程第５、議案第114号南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第114号南三陸町職員定数条例等の一部を

改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、会計年度任用職員制度の創設に対応すべく、各関係条例の一部を改正するものであ

ります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 議案第114号南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例制定に

ついて細部説明をいたします。 

  本案は、議案第113号で決定いただきました会計年度任用職員制度導入に伴い関係する10条

例を改正するための条例であります。 

  新旧対照表をもってご説明をさせていただきます。議案参考資料の９ページから21ページに



 ２２４ 

掲載してございますので、ごらんいただきたいと思います。 

  初めに、９ページからごらんをいただきたいと思います。 

  本条例は、10条立てとなっております。１条ずつ関係する条例の一部改正を規定するもので

ございます。表紙、９ページの表題、南三陸町職員定数条例新旧対照表の右側に括弧で（第

１条関係）とありますが、括弧内が改正条例の本文の条項を示してございますので、その点

ご理解ください。 

  それでは、改正条例第１条関係ですが、南三陸町職員定数条例の第４条を現行は期間を定め

て雇用する職員を一くくりにして定数外とする規定でしたが、改正後は会計年度任用職員と

それ以外の臨時的任用職員に分類したことにより、臨時的に任用される職員を定数外と規定

するものであります。 

  なお、会計年度任用職員も定数外と区分されるものでありますことから、結果的には定数の

考え方は従来と変わりません。 

  次に10ページ、第２条関係では、南三陸町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の

第３条第４項として、会計年度任用職員が休職する場合の規定が追加されます。 

  次に11ページ、第３条関係では、南三陸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第３条

にパートタイム会計年度任用職員が懲戒処分となった場合の報酬の減額を規定するものであ

ります。 

  次に12ページ、第４条では、南三陸町人事行政の運営の状況の公表に関する条例の第３条に

おいて、フルタイム会計年度任用職員の給与を公表の対象とすることを規定するものであり

ます。 

  次に13ページ、第５条関係では、南三陸町職員の勤務時間、休暇に関する条例第19条におい

て、会計年度任用職員の勤務時間と休暇について規定するものであります。 

  次に14ページ、第６条関係では、南三陸町職員の育児休業に関する条例第７条第２項及び第

８条において、会計年度任用職員は勤勉手当の支給外であることと、昇給の適用外であるこ

とを規定するものであります。 

  15、16ページは、第19条において、会計年度任用職員が部分休業した場合の給与の取り扱い

について１項を追加する改正であります。 

  次に17ページ、第７条関係は、南三陸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例第２条に

おいて、法改正に伴う引用条項の改正をするものであります。 

  次に18、19ページであります。第８条関係では、南三陸町職員の給与に関する条例第22条に
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おいて、これまで臨時または非常勤職員とうたっていた部分を会計年度任用職員に文言を改

め、その給与を規定するものであります。 

  24条の２は、会計年度任用職員として任用される単純労務職の給与を規定するものでありま

す。 

  次に20ページ、第９条関係では、南三陸町職員等の旅費に関する条例第２条第２項において、

フルタイム会計年度任用職員への旅費を支給するため、所要の改正を行うものであります。 

  次に21ページ、第10条関係では、南三陸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21

条において、会計年度任用職員として採用される企業職員の給与を規定するための改正とな

っております。 

  本条例の施行は令和２年４月１日であります。 

  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。５

番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） ５番です。１点だけ、１点か、１点だけ。先ほど企業会計の人数どう

なんですかというお話、114号でということでしたので、そちらをお示しいただきたいなとい

うことと、あと、ちょっと済みません。私の事前にもしかしたらお伺いしたほうがよかった

のかもしれませんが、参考資料21ページで、改正案と現行と左右で分かれて表示されていま

すけれども、左側、改正案の一番下ですね。括弧の中の条例が空欄なんですけれども、これ

は今後改めて公布される号だから、今のところ空欄ですよということなんでしょうか。済み

ません。単純疑問で恐縮ですけれども、ご教授いただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 上下水道事業所長。 

○上下水道事業所長（佐藤正文君） 先ほど答弁申し上げたのは、この第114号議案において適

用される場合の職員もありませんという意味の回答でした。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） お察しのとおりでございまして、公布後に入れることになります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今回この身分の部分での改正ということですけれども、１点だけ伺いた

いと思います。 

  こういった身分での改正なわけですけれども、先ほどの議案のときに同僚議員確認したんで

すけれども、それで伺いたいのは、この会計年度任用職員がプロパーになるための道という
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か、そこの部分は従来方法の選考なんでしょうけれども、先ほど来聞いていると、派遣の方

たちがいなくなってからというか、そういったことも懸念しているようですので、会計年度

任用職員がプロパーになるための道というか、方法というのを改めて簡単に確認させていた

だきます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 正職員の採用試験というものがありますので、それに応募していた

だくということでよろしいかと思います。 

○議長（三浦清人君） わかったの。ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。何点かお伺いいたします。 

  まずもって、参考資料の11ページです。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表

の中から、改正案といたしまして、懲戒にした場合10分の１以下を減ずるものとするという

改正案が出ておりますけれども、この内容といたしましては、正規職員と同じような考えで

いいのか、新たにパートタイムだけの、これだけの改正案なのか、この内容の説明をお願い

いたします。 

  それから次に、15ページの改正案ですね育児……、15ページじゃない、失礼しました。17ペ

ージです。職員の派遣です。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例新旧対照表の中よ

り、これは派遣できるというような条項、23条に規定する条件付採用になっている職員は派

遣ができるということに解するんですけれども、これは、これも職員と同じように派遣がで

きるという解釈でよろしいのか。 

  それから、20ページですね。20ページの旅費に関する規定です。このことも正規職員と同じ

ような旅費規定の扱いなのか。事故など起こした場合の規定、それらも同じ扱いになるのか。

その辺。 

  保険は多分職員と同じ保険に入ると思われますけれども、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） まず、11ページの懲戒処分に関する規定が一般職と同じかというご

質問でございますが、同じでございます。 

  次に、派遣職員の規定につきましても、これは一般職員の規定と同じといいますか、同じ扱

いというようになります。 

  旅費についても、考え方は同様でございます。一般職員と同じルールの中で旅費が支給され、

扱われるということになります。 
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  事故を起こした場合は、正規の職員の場合ですと、事故報告をして、しかるべき処理をする

という形になるんですけれども、そういった事故の場合の取り扱いにおいても同様というふ

うに考えております。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） そうすると、今は事故扱いは、軽微なものでも議会報告となっておりま

す。これは引き続き変わりはないことだと思いますけれども、金額に関係なく報告する義務

があると思われますけれども、その辺は新しくこれが変わった時点でやはり正規職員と同じ

だよということの説明はすると思いますけれども、念を入れてお願い申し上げます。 

  それから、懲戒の関係ですね。そのことも同じです。やはり、仕事をきちんとしてもらう限

りには、こういうことも職員と同じ宣誓書はあるかと思われますけれども、心新たにこうい

うことにありますよということをお伝えした上で、任用のことに運んでいただきたいと思い

ます。 

  その中で、もう一度この説明をここの懲戒に当たるということの説明を申しわけないんです

けれども、もう一度ご説明をお願いいたします。中身です。懲戒の、職員と同じであっても。

お願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 我々職務上のミスといいますか、処分を受けなければならないよう

な事案があれば、それはそれぞれの内容に応じた懲戒処分というものがございます。分限も

含めてですけれども、そういった考え方は、今後会計年度任用職員においても適用されると

いうことになりますので、その法の趣旨といいますか、目的に合わせた制度運用は考えてい

かなければならないだろうと思っております。 

  いずれにしても、住民の、町民の方々の信頼に応えるための努力という部分は欠かせません

ので、これは会計年度任用職員においても一般職と同様に浸透していきたいというふうに思

っております。 

  なお、軽微な事案においても議会にと、事故報告というお話ありましたけれども、おっしゃ

っている部分というのは、いわゆる賠償責任とか、あるいはその和解に関する議案、これは

同じ扱いになろうと思っておりますので、会計年度任用職員が起こした事故でそういった議

案になる事案があれば、これは職員と同様に提案といいますか、議会にお諮りをしてまいる

ことになります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 
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  これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第114号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第６ 議案第１１５号 南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正 

                  する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第６、議案第115号南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第115号南三陸町印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に

関する法律の施行に対応すべく、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） それでは、議案第115号南三陸町印鑑の登録及び証明に関する

条例の一部を改正する条例制定について細部説明させていただきます。 

  改正文は議案書の16ページでございます。 

  議案関係参考資料でご説明させていただきますので、２冊のうち１の22ページをお開きくだ

さい。 

  新旧対照表になります。まず、条例改正の理由でございますけれども、ただいま町長の説明

にありましたとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され

たことから、印鑑の登録の資格者に関する規定を整備する必要があるため、関係条例の一部

を改正するものでございます。 
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  条例改正の背景でございますけれども、各種の制度に必要な能力の有無に関しては、成年被

後見人を理由として一律に排除せず、成年被後見人等の人権を尊重して個別に審査、判断す

るよう、権利の制限に係る制度の見直しがなされましたことから、南三陸町印鑑の登録及び

証明に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  主な改正内容でございますが、具体的には条例第２条の第２項に規定する印鑑の登録ができ

ない者から成年被後見人等であっても意思能力を有する者については、印鑑の登録を可能と

するよう改めるものでございます。 

  施行期日は令和２年１月１日でございます。 

  以上、細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。２番倉橋誠司

君。 

○２番（倉橋誠司君） 改正案のところで、第２条の２の２、アンダーラインを引いてあるとこ

ろで、「意思能力を有しない者」という書き方なんですけれども、これはどういった基準で

この意思能力を持っていない、有している、有していないというのを判断するのか、何かこ

れガイドラインか何か示されているんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 総務省のほうから質疑応答集という形の中で出ていまして、そ

の時々の判断なんですけれども、印鑑登録の申請を受けた段階で法定代理人が同行しており

まして、かつ、その成年被後見人本人による申請があるときにつきましては、意思能力を有

する者として判断して、受け付けることができるというふうな質疑応答集という形になって

おりますので、そのときそのときの状況に応じて判断するというふうな形になると思います。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。 

     午後１時５１分  休憩 

                                            

     午後１時５５分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開します。 

  町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） まずもって、その成年被後見人というのは、精神上の障害によ

りまして事理を弁識する能力を欠く状況にある者で、家庭裁判所より後見開始の審判を受け

た者ということで、後見開始の登記がなされている状況にある方でございます。 
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  その方については、先ほどちょっとお話ししたんですけれども、成年被後見人本人が来ただ

けではだめでございまして、成年後見人も一緒に来てその意思を表示した段階で認められる

というふうな形になるということでございます。（発言あり） 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。前者に引き続きまして、私も後見人がついてくれば印鑑登録

ができますよという、ただいまの説明聞いているとそうだと解しますけれども、これは国か

ら下がってきたもので、そうなるのはわかりますけれども、相続の関係になると、その方が

後見人ではなくて、相続で登記とかという、印鑑登録が必要になってきます。そうした場合、

その方が認知症とか、そういうものを患って自分で判断能力がないとか、そういった場合も

ある可能性としては出てくると思うんですけれども、その辺の対応までも考えなきゃならな

いんでないかなと思われますけれども、その辺はいかが、どのように考えて、今後ですね、

考えていくのか。 

  多分出てくるかと思うんです。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 先ほどもお話ししたんですけれども、成年後見人の方って全て

相続関係から何から任されている、そういう方がいらっしゃいますので、そこはあと最初か

ら成年被後見人ということを条件で受け付けしないということではないというふうに改める

ものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 後見人がつかないで来ても大丈夫ですよということなんですか。（「逆、

逆の声あり」後見人がついてこないと、これ見ますとだめなんですよね。ついてきた人だけ

に限られるということなんですよね。 

  しかし、そのほかにも、現状としてはあるはずです。認知症の人が相続の関係で判こつくっ

ていないから登録をしますよとかって、そういう場合はどのようにするんですかということ

です。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） １人で来てもだめでございます。基本的に、成年被後見人の方

というのは、１人ではちょっと何もできないような方でございますので、１人で来ても受け

付けはしないというふうな形になると思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 
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  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第115号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第７ 議案第１１６号 南三陸町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正す

る条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第７、議案第116号南三陸町固定資産評価審査委員会条例等の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第116号南三陸町固定資産評価審査委員会

条例等の一部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、いわゆるデジタル手続法の施行に対応すべく、各関係条例の一部を改正するもので

あります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） それでは、議案第116号について細部説明をさせていただきます。 

  議案書は18ページから、議案関係参考資料は２冊のうちの１、23ページからになりますので、

よろしくお願いします。 

  最初に、改正の背景についてご説明いたします。 

  町長が提案理由で述べましたとおり、国におきましては、情報通信技術の活用による行政手

続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル

手続法と言われる法律がことし５月31日に公布されたことに伴い、行政手続のオンライン化

を推進する関係法律の名称につきましても、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律」と名称が改められたことによる関係条例の改正となっております。 
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  この法律改正につきましては、国の行政手続におきましては、オンライン化を原則化すると

いうことで、利便性の向上あるいは国としての行政運営の簡素化、効率化を図るものとされ

ております。 

  議案関係参考資料の23ページからの新旧対照表をごらんいただければと思います。 

  今回の法律の改正に伴い、当町で関係する条例は３つございます。23ページの第１条関係と

いたしまして、固定資産評価審査委員会条例におきまして、法律名の改正に伴う一部を改正

するものです。 

  24ページからの第２条関係におきましては、行政手続等における情報通信技術の利用に関す

る条例におきまして、法律名の改正に伴い条例名の名称を改正するほか、文言の修正などを

行うものでございます。 

  ちょっと飛びまして、30ページの第３条関係でありますが、行政不服審査関係手数料条例に

おきまして、法律名の改正に伴い、一部を改正する内容となってございます。 

  以上、細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑願います。

５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 関係条例の文言整理、条文の改正案については、議論の差し挟む余地

は余りないのかなと思っているんですけれども、要は、オンライン化ですよね。デジタル手

続がふえるということは、本当にふえていくんですかと。国は躍起になって、総務省中心に

オンラインでも行政手続が簡素化、手続ができるようにして簡素化していきましょうと。言

ってみれば、そのままいくと窓口に人が要らなくなるよねみたいな、そういうおとぎ話みた

いな話もありますけれども、ただ、そこに向かって進んでいこうということであれば、実際

はそれが進むのかどうかは、どうお考えになっているのかということは聞かなきゃいけない

のかなと。 

  もう一つは、この法案であるとか、そういったオンライン上での手続が可能になりましたの

で、これぐらいオンラインによる手続がふえましたとか、もともと窓口来てたんですけれども、

お家で手続ができるようになりました。お家というか、出先機関でできるようになりましたと

いうような事例の数を収集する、その手段と言ったらいいんですかね。データ集められるでし

ょうかということは聞いておいたほうがいいと思いますが、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） そもそもこのデジタル手続法案につきましては、先ほども説明の中
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で申し上げましたが、国の手続については、オンライン手続を原則化するということです。 

  ただし、地方自治体においての手続も原則化なるかということについては、今回はなってご

ざいません。 

  非常に国レベルでの話に合わせて法律名も変わったということでの今回の条例提案です。 

  基本的には、国のほうとしても、我々もそうなんですが、マイナンバーカードの普及がない

限りは、幾らいろいろな技術、基盤が整ったとしても、手続のオンライン化が向上していく

といったようなことには多分ならないんだろうなというふうに思いますし、それを国後押し

するような形で、この間一部が報道関係機関に示されておりましたが、ポイントをマイナン

バーカードを持っている人にポイント5,000円分でしたっけ、5,000ポイントでしたか、そう

いったように、何らかのメリットを与えながら、まずはマイナンバーカードを普及率を上げ

ていこうというのが大きな狙いとなっているようでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第116号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩をいたします。再開は２時25分といたします。 

     午後２時０６分  休憩 

                                            

     午後２時２３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開をいたします。 

  総務課長から、先ほどの議案第114号における答弁の訂正について発言したい旨申し入れが

ありましたので、許可をいたします。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 先ほど７番議員さんから質問の中に、派遣職員についてのご質問が

ございました。ちょっと勘違いをいたしまして、一般職員と同じですというふうに、単純に

お答えしてしまいましたが、ここでの規定は、公益法人への派遣の対象についてうたう規定

でありまして、派遣から除外する職員についての規定でありまして、その意味からしまして、
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会計年度任用職員が派遣職員からは除外しますという意味でしたので、済みませんが、ご訂

正をさせていただきます。申しわけありませんでした。 

                                            

     日程第８ 議案第１１７号 南三陸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

について 

○議長（三浦清人君） 日程第８、議案第117号南三陸町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第117号南三陸町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、国民健康保険事業の都道府県単位化に伴い、税率の改正並びに応益応能負担の見直

しを行うべく、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） それでは、議案第117号南三陸町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例制定について、細部説明させていただきます。 

  改正文は、議案書の23から25ページでございます。新旧対照表は、議案関係参考資料の２冊

のうち１の32から38ページまでとなりますので、ご確認をお願いいたします。 

  今回の改正内容につきましては、議案関係参考資料でご説明させていただきますので、資料

の31ページをお開きいただきたいと思います。 

  １の税率改正の方針の（１）条例改正の理由からになります。ご案内のとおり、平成30年度

から国保事業の都道府県単位化がスタートしておりますが、本町の国保税につきましては、

今年度から資産割を除いた所得割、均等割、平等割の３方式で課税しているところでござい

ます。この国保税の標準的な算定方式につきましては、国民健康保険法第82条の２の規定に

より定められました宮城県の国保運営方針においては、３方式のほかに応能応益割の配分割

合を応能52対応益48としております。今回は、この宮城県の国保運営方針に示す応能応益割

合に準じた見直しを行うため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

  ここで、資料にはございませんが、国保税の応能応益割と算定方式について、若干ですが触

れておきたいと思います。 



 ２３５ 

  まず、応能割とは、負担の能力に応じた負担のことで、国保の場合は所得割になります。そ

して、応益割につきましては、受益に応じた負担のことで、国保の場合は、被保険者１人当

たりの人数に応じた被保険者均等割と国保世帯に対する世帯別の平等割の２つになります。 

  国のガイドラインでは、応能応益の割合を応能50対応益50としておりますが、さらにその応

益割の内訳を均等割７平等割３としております。 

  国保税を算定する際には、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に対しそれぞれ

の税率に応じた、税率を乗じた後にこれらを合算して付加しております。 

  次に、資料（２）の条例改正の背景でございますが、国保事業運営の都道府県単位化により

まして、その中で、県と市町村間での財源のやりとり、収支関係がどのようになっているの

かについて、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

  次の条例改正の資料で、恐れ入りますけれども、議案関係参考資料の39ページをお開きいた

だきたいと思います。 

  右下の概略図をごらんいただきたいと思います。まず、都道府県の国保会計の収入でござい

ますが、県では国保事業に必要な１年分の保険給付費等に係る医療費等の総額を推計いたし

まして、国からの負担金等を除いて市町村ごとに国保事業費納付金額と標準保険料率を算定

して配分いたします。 

  市町村では、保険税軽減等の公費分を除きまして、標準保険料率を参考にして設定した税率

で賦課徴収した国保税を国保事業費納付金として県に納付しております。 

  次に、支出分でございますが、市町村が支払う医療費等の保険給付費につきましては、その

全額が都道府県の国保特別会計から交付金として支給されております。また、県が国保事業

費納付金と標準保険料率を算定する際には、各市町村の所得総額、被保険者数や世帯数に応

じて案分され、さらには、医療費等の水準も反映して算定するという仕組みになってござい

ます。 

  恐れ入ります。資料の31ページにお戻りいただきたいと思います。 

  （２）の条例改正の背景の３行目後段のところでございます。このようにいたしまして、県

では国保運営方針の応能52対応益48の割合を基本といたしまして、国保事業費納付金と標準

保険料率を算定、配分していることから、町といたしましても、この割合に準じた形の国保

税率に改正するということになります。 

  続いて、２の実際の国保税率の改正についてでございます。この表の応能応益割合は、平成

30年分の所得で試算した参考数値となりますので、来年度は令和元年分の所得で算定するた
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め、結果は変わりますことをご注意いただきたいと思います。 

  さて、これまでの応能応益割合は、全体的に応能分である所得割にやや比重を置いたものと

なっていましたが、改正案では所得割を減らしまして応益分である被保険者１人当たりの均

等割と１世帯当たりの世帯別平等割に比重を移行した改正を行うというふうな内容になって

ございます。 

  それでは、具体的な改正内容ですが、まず、表の上段をごらんください。医療保険分でござ

います。医療保険分は、国民健康保険税の基礎的な部分で、町が負担する医療費等に充てら

れるものでございます。この所得割の税率を7.5％から1.0％引き下げた6.5％に、被保険者均

等割の税率を２万2,000円から4,000円引き上げた２万6,000円に、世帯別平等割の税率を２万

8,000円から１万円引き下げた１万8,000円といたします。 

  次に、表の中段、後期高齢者支援金分です。後期高齢者支援金分は、75歳以上の方が加入す

る後期高齢者医療制度を支援するためのもので、74歳以下の方が全員が負担しております。

この所得割を2.3％から0.2％引き上げた2.5％に、均等割を6,000円から4,000円引き上げた１

万円に、平等割を8,000円から1,000円引き下げた7,000円といたします。 

  次に、表の下段、介護納付金分です。介護納付金分は、40歳以上64歳までの第２号被保険者

の介護保険料相当分でございます。65歳以上になりますと、介護保険料として直接納付する

ことになります。また、後期高齢者支援金分と介護納付金分につきましては、社会保険診療

報酬支払基金を通じまして、各運営団体に交付されておりまして、社会保険でも同様に徴収

されております。 

  この所得割を2.2％から0.1％引き上げた2.3％に、均等割を8,000円から3,000円引き上げた

１万1,000円に、平等割については5,000円、変わらずそのままでございます。 

  最後の表の最下段は、これらの３区分の単純合計でございます。参考資料ということで載せ

させていただきました。 

  各世帯ではそれぞれ年齢構成が違うので、支援金と納付金につきましては、それぞれ対象と

なる世帯が変わってくるため、合計額はあくまでも参考資料となります。 

  これらを単純に合計した場合については、所得割を12.0％から0.7％引き下げた11.3％に、

均等割を３万6,000円から１万1,000円引き上げた４万7,000円に、平等割は４万1,000円から

１万1,000円引き下げた３万円となります。 

  もう一度表の上段、国保税の標準となる医療保険分について、改正案の応能応益割合の欄を

ごらんいただきたいと思います。改正後の応能応益割合は、応能53.55対応益46.45となりま
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して、約2.35ポイント改善されることになります。 

  また、欄外下の注意書きをごらんいただきたいと思います。保険税の軽減措置の説明になり

ますが、今回の改正では、所得割の税率は軽減されますが、被保険者均等割が増額となるた

め、世帯員数が多い一部の世帯では負担増となる傾向がございます。 

  ただし、応益割のほうには軽減措置がございます。注の１で応益割である被保険者均等割と

世帯別平等割には低所得者対策として、総所得金額に応じて７割、５割、２割の軽減措置が

ございます。 

  注の２では、特定世帯と特定継続世帯には医療保険分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割

にそれぞれ２分の１と４分の１の軽減措置があります。 

  これらの軽減につきましては、新旧対照のほうに軽減率に応じまして、それぞれ具体的な金

額が示されておりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 

  なお、国保税につきましては、現在県内の保険料率水準の統一化を検討してございまして、

今後におきましても県が示す標準保険料率を参考にした改正が必要になってくるものと考え

てございます。 

  施行期日は令和２年４月１日でございます。 

  少し長くなりましたが、以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、質疑に入ります。７番及川幸

子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。いろいろとご説明いただきましたけれども、この保険税の改

正によりまして、平均、宮城県内の平均、当町が平均から高いのか安いのか、その辺と、そ

れから、７割、５割、２割軽減なさっていますけれども、その辺、当町の該当者が７割、５

割、２割軽減の何％ずつを入っているのか。わかっている範囲でその辺ご説明願います。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 最初に、本町の保険料率の位置なんですけれども、今年度で１

人当たり平均にしますと、課税額は12万7,279円でございます。県全体の平均は11万3,580円

でございます。県内で２番目に高いというふうな位置でございます。 

  最低額が７万7,796円なので、これと比較をしますと1.五、六倍の開きがあるというふうな

ことでございます。 

  それから、軽減の人数なんですけれども、割合なんですが、均等割のほうは4,100人くらい

いるんですけれども、軽減、７割、５割、２割軽減適用されているのが総勢で2,000人近く、
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48.3％が軽減になっております。 

  平等割のほうは、約2,200世帯ぐらいあるんですけれども、このうち1,100世帯ほど、51.2％

が軽減の対象となってございます。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 県下で２番目に高い水準と聞いてびっくりしたんですけれども、要は所

得、町内ではゼロから200万円までの所得の人が80％いる中で、いや、そういう低所得の人が

多いのに２番の国保税、これは高いなと思いますけれども、これなりの税率が示されている

から、そうなんだろうなと思われます。 

  そして、その反面、軽減が48.3％の人が軽減を受けているということなんですけれども、今

後この推移がどのようにされていくのか。一番は、この所得に勘案していると思うんですけ

れども、その辺どのような、今後の見通しですね。担当課長としてどう見据えていくのかお

伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 今年度の話したんですけれども、平成30年度の部分で見てみま

すと、応能・応益割合が60.43対39.57ということで、ほぼ六四と、所得割の税率が高かった

というふうなことでございます。 

  今年度資産割廃止いたしまして、55.90から44.10と応能55.90、応益44.10ということで、若

干下がったんですけれども、まだ県平均とは開きがございます。所得が高いのはもちろんな

んですけれども、その所得割のほうに比重が行っているので、必然的にそこが高くなるとい

うふうなことでございますので、県のガイドラインに示すような数値を目標としていけば、

若干は下がるのかなというふうなところでございますが、いずれ、先ほどちょっとお話しし

たんですけれども、保険料水準の統一を図るということで、さっき言ったように1.6倍、最低

のところとは1.五、六倍の開きがありますので、いずれ低いところは上げていかなくちゃな

らないのかなというふうに感じております。 

  高いところは、現状を維持していくような形になるのかなというふうな、大まかな10年先の

見通しなんですけれども、そういった形になると思いますので、あとは、年度年度で国から

の調整交付金の額がどれぐらいになるかというのも関係してきますので、その都度その都度

先を見通しながら、うまく運営がいくような形で税率設定していきたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 
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  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第117号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第９ 議案第１１８号 南三陸町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改

正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第９、議案第118号南三陸町国民健康保険事業財政調整基金条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第118号南三陸町国民健康保険事業財政調

整基金条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、国民健康保険財政の運営主体が都道府県化されたことに伴い、所要の改正を行うも

のであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） それでは、議案第118号南三陸町国民健康保険事業財政調整基

金条例の一部を改正する条例制定について、細部説明させていただきます。 

  改正文は、議案書の27ページ、新旧対照表は議案関係参考資料２冊のうち１の40ページです

ので、ご確認願います。 

  議案関係参考資料でご説明いたしますので、39ページをお開きいただきたいと思います。 

  まず、条例改正の理由でございますが、平成30年度から国保事業の都道府県単位化を踏まえ

まして、国保事業の財政調整基金について、積み立て、取り崩しに関する所要の整備を行う

ため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

  ２の条例改正の背景でございますが、これまで町の国保事業財政調整基金は、年度間の財政

調整や大規模災害などの不測の事態が生じた場合の初期対応費用とするため、各年度の決算
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で生じた余剰金の２分の１程度を積み立てしてまいりました。先ほどの条例改正でもご説明

いたしましたが、この図のとおり、国保財政の運営主体が都道府県となり、市町村の保険給

付費については、その全額を県の国保特別会計から市町村の国保特別会計に支払われること

となりました。 

  左側の四角の囲み、財政安定化基金の市町村のところをごらんいただきたいと思います。保

険料の収入不足等が生じたときは、都道府県から財政安定化基金の貸付交付を受けることが

できる体制が整備されました。このため、町に設置する基金については、納付金の変動、給

付費増や所得変動による負担増を緩和し、年度間の平準化を図りつつ、急激な保険税負担の

抑制と健全な財政運営に資することが求められるようになりましたことから、これらにあわ

せまして、国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正するものでございます。 

  主な改正内容につきましては、次のページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

  第２条の積立額につきましては、当該年度の予算で定めるものといたします。 

  第５条の処分につきましては、基金設置の目的のために使用する場合に限り取り崩すことが

できるものとするものでございます。 

  施行期日は令和２年４月１日でございます。 

  以上で細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。７

番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。１点お伺いいたします。 

  この条文の改正で、町長は５条です。町長は、基金の設置の目的に該当する場合に限り基金

の全部または一部を処分することができるとありましたけれども、今この前の議案で宮城県

で２番に高い国保税だと、今高いままでこれからも推移して、よそは低いところから少しず

つ上がっていくというようなご説明でしたけれども、であれば、こういう基金を取り崩して

でも、入れて、そして国保税を引き下げたほうが町民のためにはなるんでないかな。高いま

までいくと、そこ、その高いままで町民が国保税を強いられていくので、ある程度低いとこ

ろからいけば、その何年かは町民の人の税負担が国保税が低いところから上がっていけばい

いのかなという思いがするわけですけれども、その辺いかがお考えでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 基金が潤沢にあればそういうこともできるんでしょうけれども、

今回の税率改正で基金のほうから多分500万円くらいは、収支を見ますと、500万円くらいが
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不足することになりますので、当然基金のほうから繰り入れする形になると思います。 

  それから、先ほどちょっとお話ししたんですけれども、低いところは上げるんですけれども、

高いところはそのまま高どまりで終わるわけではございませんで、医療費のほうも年々上が

っておりますので、足りなくなれば県からは借りられるんですが、借りたものは返さなきゃ

いけないということで、その段階で３年を目途に返すような形になるんですけれども、借り

た場合は。その段階で税率改正して上げないと返せないということになりますので、そこは

慎重に長い目で見ながら対応していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 借りたものは返さなきゃないのは、それはわかります。 

  しかし、この所得が200万円までの所得が80％いる中で、宮城県で２番目に国保税が高いの

かという、その町民の目線に立ったとき、いや、それでいいのかよという、そういう、自分

も国保該当者なので、常々高いな、高いなと思っておりますけれども、町民のことを考えれ

ば、それ若干でも安いほうがいいんでなかろうか。町民のためになるんでなかろうかなと。 

  ５年後、３年後、５年後まで今の水準で何年後までいくかわからないんですけれども、医療

費がかかれば、かかったなりのことをしていったほうが現実味があるのかなと思うので、こ

こであえて言わせてもらいますけれども、町民が県下で２番目の高い国保税なんですという

ことが聞こえたら、町民は何て思うのかなという、そういう思いで質問いたしました。終わ

ります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 財政安定化基金についてお伺いしたいんですけれども、現在残高は幾ら

ぐらいあるのか。先ほど課長の答弁ですと、今回500万円ぐらい取り崩すという、そういうこ

とがありましたので、最近の推移、残高の推移がもしおわかりでしたら伺いたいと思います。 

  あともう１点は、先ほど前議員の言葉にもあったように、県内で云々という、そういうこと

が４度ほど繰り返されました。そこで、伺いたいのは、本町のそういった国保の状況の中で、

町で取り組んでいる、この人口減対策、それだけではないんでしょうけれども、こういった

ことが１つの引き金にならないかという、そういう懸念を当局で危機感のようなものを少し

でも感じているのかどうか。その点確認させていただきます。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 財政調整基金の残高でございますが、平成30年度末で３億900

万円ほどでございます。 
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  その前の年、29年度は１億5,000万円ほど、平成28年度は２億9,000万円ほどというふうにな

ってございますが、一番その残高に影響するのが国の交付金が交付額によって残高に大きく

影響してくるというふうなところでございます。（発言あり） 

○議長（三浦清人君） この保険料率で人口減少の問題はないかという質問ですが、どなた。企

画課長。 

○企画課長（及川 明君） その１つのことだけで人口減少を防げるかと、あるいは人口増につ

ながるのかといったことではないと思います。当然トータルで考えて、子育て支援から始ま

り、さまざまな支援も打ちながらも、なかなか人口もふえるということは今の現代社会の中

においても非常に厳しいのは議員がご承知かと思いますので、そういうことでご理解いただ

ければと思います。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 先ほどのちょっと追加の説明というふうなことなんですけれど

も、今回の改正で軽減効果が見込まれる世帯なんですけれども、2,200世帯のうち1,600世帯

が軽減効果が見込まれるということで、約70％が軽減されるというふうなことでございます。 

  ３人以下の世帯が2,000世帯ほどございまして、全体の90％を占めてございますので、この

うち1,500世帯、全体の67.8％で軽減効果があるというふうなことでございます。 

  全体的に平均してみますと、１世帯当たり2,400円軽減されるというふうな内容でございま

す。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） それで、安定化基金なんですけれども、先ほど課長から過去３年ぐらい

の答弁いただいたんですけれども、その交付額の波があるのが、私ちょっとわからないので、

そこのところ、なぜ３億円だ、１億円だ、２億円だ、その波がある部分をもう少し詳しく伺

いたいと思います。 

  あと、軽減の家庭が70％あるということなんですけれども、その軽減された分をこの見て、

それでも県内で２番目に高いのか。その見方というのは、できるのかどうか。例えば、軽減

の分、真水の分というんですか、その場合何て言うのかわからないですけれども、従来のあ

れから、それとも軽減になって、この２番目なのか。その点説明いただければと思います。 

  あと、２番目という形での人口減の影響というのは、余りというか、それなりの答弁課長か

らいただいたんですけれども、私も町の人たちに言われるのが結構この国保に関して言われ

るものですから、高い、高いというような話を、これは仕方ないんでしょうけれども、そこ
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で、いつも予算のときにもお聞きしているんですけれども、この高い国保をできるだけ下げ

る方策というか、そういったやつも税務課並び保健福祉課でもいろいろ取り組んでいるよう

ですけれども、そういった成果もある程度反映されているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 今118号で、２つ目の質問は117号で終わっていますから、今回だけの質

問にしてください。（「わかりました」の声あり）町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） まず、基金の推移の理由なんですけれども、特別調整交付金と

いうのは、震災関連で来ていた部分が多かったんですけれども、平成28年度で１億180万円ほ

ど来ていました。平成29年度は6,500万円、平成30年度は4,300万円というふうに、年々下が

ってきているというふうな状況でございます。 

  それから、先ほどの軽減は、軽減前の金額でございます。軽減された分については、国から

補填されるというふうな内容になっています。 

  保険税を引き下げるためにということで、保健福祉課と連携しながら健康づくりに取り組み、

病院にかからないような形で、健康で過ごすような取り組みを推進しておりますけれども、

いずれ医療費かかる分が年齢とともに高くなっていまして、75歳過ぎて80、90になるとかな

り高くなります。結局そこに支援する部分があるので、国保のほうも高くなってしまうとい

うふうな１つの要因もございます。 

○議長（三浦清人君） 答弁、今度だけの答弁。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） ただいま町民税務課長申し上げましたとおり、私ちょっと国保

は余り明るくないんですけれども、いずれ社会保険に関しては、極端なことを言えば支出が

なければそれで負担も下がっていくということになります。 

  ただ、だからといって支出を極端に抑えますと、逆に健康を害するということがございます。

健康でできるだけ長くいられるという取り組みを当然我々もしておりますし、今国のほうで

も保険者、市町になりますけれども、そういったところの取り組みに応じて交付されるとい

う資金もございますので、できるだけそういったものをうまく使いながら、健康でいられる

時間を長くするというふうなところを今後とも取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 最後に１点確認、先ほどの70％の件なんですけれども、そこちょっとま

だわかりづらかったので、伺いたいんですけれども。軽減になって２番目なのか、そこのと

ころだけ確認をお願いできればと思います。 
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○議長（三浦清人君） はっきりと。 

○９番（今野雄紀君） 先ほど示された12万幾らだかというのは、軽減になっての12万幾らの平

均なのか、そうでないのかだけ知らせていただければと思います。 

○議長（三浦清人君） ９番、先ほど話したようにね、その質問は117号でもう終わってるの。

（「ああ、済みません」の声あり）ね、先ほど今度きりと言ったんだから、ね。ほかに。

（「なし」の声あり） 

  質疑が終わりました。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第118号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１０ 議案第１１９号 南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第10、議案第119号南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第119号南三陸町災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に対応すべく、所要

の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） それでは、議案第119号南三陸町災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定につきまして、細部説明をさせていただきます。 

  議案書28ページ、議案関係参考資料２冊のうちの１、41ページをお開きいただきたいと思い

ます。 
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  本案は、町長説明にもございましたとおり、もととなります法律及び政令の改正を受けて行

うものでございまして、内容といたしましては、災害援護資金、いわゆる貸付金に係る償還

免除等に関する規定の改正ということになっております。 

  議案関係参考資料をごらんいただきたいと思います。 

  本条例のうち、この規定の部分につきましては、法律及び政令の規定をそのまま参照する形

をとっておりますことから、改正といたしましては、こういった形をとっておりますので、

規定されております条項に従って１つずつご説明申し上げます。 

  まず、法律第13条に関してですけれども、こちらは償還金の支払い猶予に関するものでござ

いまして、疾病等のやむを得ない事情があるときは支払いを猶予するというものでございま

す。改正前は、ほぼ同様の内容でございますけれども、政令に記載されておりました。今回

の改正により、法律に明記がされたということになります。 

  次に、法律第14条第１項に関してですけれども、こちらは償還免除に関するものでございま

して、従前からございました死亡や重度の障害を負った場合に加えまして、「破産手続の開

始又は再生手続の開始の決定がなされたとき」というものが加わったものでございます。 

  次に法律第16条に関してですけれども、これは最前申し上げました支払い猶予や支払い免除

に関しまして、市町村が資産や収入について調査を行える旨を明文化したものでございます。 

  なお、これに続いております政令第８条、９条及び第12条につきましては、政令の条ずれに

対応するものでございます。 

  簡単ですが、以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ２点ほど伺いたいと思います。 

  今回政令から法令に変わったという、そういう状況というか、何かこの変わった理由、変え

なければいけなかった原因というか、理由のようなものをお聞かせいただきたいと思います。 

  あともう１点は、この支払いの猶予なり未納というか滞納のような形の部分がふえてきたの

かというか、あるのか。 

  そしてあと、最後ですけれども、償還金、払うべきお金の現在の残高というか、何件、何万

円ぐらいあるのか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 今回この政令、法律等々が改正された理由というふうなことな

んですけれども、１つは、東日本大震災によります法定の償還期限が間もなくといいますか、
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早い方ですと今年度から始まっておりますけれども、ここの部分が本格的な部分を迎えると

いうこと、それからもう１点、実はここの細かいものが制度化されます前に既に貸付を行っ

ていたというのが阪神淡路大震災でございます。こちらの部分については、なかなか償還猶

予ですとか、そういったものの細かな規定がございませんでした。今回我々の部分、東日本

大震災による貸付の部分とは関係なかったので、ご説明は割愛させていただいたんですけれ

ども、その阪神淡路大震災に関する部分の改正も同時に行われておりますので、そういった

もろもろのことを踏まえ、あるいは今後の、それを願うわけでは決してございませんけれど

も、起きる可能性のある震災に備えて、今回こういった改正がなされたというふうなもので

ございます。 

  それから、次に、支払い、未納ですとか滞納ですとかというところなんですけれども、これ

はこれまでも何回か申し上げておるんですけれども、厳密な意味での滞納というのは、法定

の償還期限が到来した方に発生いたします。そういう意味で言いますと、現在は滞納という

部分はまだ起きておりません。ただ、償還計画それぞれ出していただいております。その償

還計画になかなか追いついていかない方というのは確かにいらっしゃいますので、その方に

は丁寧にお会いして、償還計画の見直しを図っていると、今最中でございます。 

  それからあと、現在の債務残ということなんですけれども、現在いわゆる町が債権者になっ

ております方については、11月20日現在になりますけれども、119人、２億4,084万7,930円が

債権額ということでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。私のほうからでは、払えない人がもう償還がもうそろそろ

近々から始まるわけですけれども、そうした場合に払わなくていいよと、免除の対象になる

のが病気療養中、そしてまた、破産手続、破産宣告を受けた方などというお話でしたけれど

も、今後考えられる場合、財産を持っている人がそういう払えない立場になった場合、そう

いう財産の差し押さえとか、かわりにそれをというようなことあり得るのか、また、それが

できるのか。情報として、もしそういうことを持ち合わせているのであればお伺いしたいと

思います。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 未納となった場合のということになりますけれども、議案の説

明で若干触れたんですけれども、今回市町村に明確にその資産の調査をすることの権限が許

されましたので、まずはその資産調査をしていくということになります。 
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  それからあと、差し押さえ等ということですけれども、この貸付金については、いわゆる私

債権になりますので、公権力を伴った差し押さえというのはできないことになります。 

  どうしてもということであれば、裁判所に申し立ててというふうなこと、そういったその手

続になっていくということになります。 

○議長（三浦清人君） いいですか。（「はい」の声あり）ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第119号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１１ 議案第１２０号 南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第11、議案第120号南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第120号南三陸町心身障害者医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、いわゆる障害者総合支援法の趣旨を踏まえ、助成対象とする障害区分を拡大すべく、

所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） それでは、議案第120号南三陸町心身障害者医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例制定について細部説明させていただきます。 

  改正文は、議案書の31から32ページです。新旧対照表は、議案関係参考資料２冊のうち１の

43から49ページとなりますので、ご確認をお願いいたします。 

  議案関係参考資料でご説明申し上げますので、42ページをお開きいただきたいと思います。 
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  条例改正の理由でございますが、障害者総合支援法、正式名称は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律になりますけれども、この法律では障害者の種別にかか

わらず、福祉サービスの提供が求められ、障害者福祉サービスにおける３障害、身体障害、

知的障害、精神障害の３つの障害の均衡を図る観点から、対象者を拡大するため、医療費助

成制度の対象に精神障害者を加える改正を行うものでございます。 

  条例改正の背景でございますが、本町では障害者の適正な医療機会を確保するとともに、障

害者の経済的な負担の軽減を図ることを目的といたしまして、特別児童扶養手当１級受給者、

療育手帳Ａ所持者、身体障害者手帳１、２級所有者等を対象といたしまして、所得の制限を

設けて医療費の自己負担額の一部助成を行っております。 

  この事業に対しまして宮城県から補助を受けているところでございます。 

  この市町村が行う障害者医療費助成事業について、県では障害者総合支援法の趣旨に鑑み、

令和元年10月から精神障害者保健福祉手帳の１級を所持する方を対象とするよう、制度を拡

充したところでございます。 

  このため、本町におきましても、これにあわせて心身障害者医療費の助成に関する条例の一

部を改正するものでございます。 

  主な改正内容でございますが、詳細な説明は省略いたしますけれども、心身障害者医療費助

成条例の表題を改正するなどして、対象範囲に「精神障害者保健福祉手帳の１級」を追加す

るほか、文言の整理を行うものでございます。 

  施行期日は令和２年４月１日でございます。 

  以上で細部説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 助成対象者に精神障害者を加えるということですけれども、この精神障

害者保健福祉手帳１級所持者という方、当町に何名ぐらいいらっしゃるのか。 

  金額でどれぐらいを30年度以降、令和元年とかが多分予想とかできるかと思いますけれども、

どれぐらい見込みなのか、わかる範囲でお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 現在１級の手帳を持っている方、14名ほどございます。 

  心身障害者の今年度、平成30年の実績が3,000万円ほどでございまして、１人当たりにする

と11万円から12万円くらいになります。 

  単純に14人掛けると160から70万円くらいというふうな年額でございます。 
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  県のほうから２分の１補助というふうなことになりますので、令和２年度以降の見込み額、

今のところ人数が変わらなければ80万円ちょっとぐらいというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第120号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第１２１号 工事請負契約の締結について 

○議長（三浦清人君） 日程第12、議案第121号工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第121号工事請負契約の締結についてをご

説明申し上げます。 

  本案は令和元年度志津川地区（その３）道路災害復旧工事に係る工事請負契約の締結につい

て、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議

会の議決に付すものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第121号の細部説明を申し上げます。議案関係参考

資料の２冊のうちの２の１ページをお開き願いたいと思います。 

  工事名が令和元年度志津川地区（その３）道路災害復旧工事でございます。具体的には、八

幡川右岸の自然的土地利用ゾーンで国道45号から乗り入れるための道路をつくるものでござ

います。 

  工事概要といたしまして、復旧延長が321.6メートル、記載はございませんが、幅員は13メ

ートル25センチから７メートル50センチまでとなってございます。 



 ２５０ 

  道路土工といたしまして切り土が3,040立米、盛り土が路体、路床合わせまして4,230立米と

なってございます。そのほか、側溝等の排水施設を整備する予定となってございます。 

  舗装につきましては、全区間記載のとおりの舗装を実施する予定でございます。 

  入札執行日は、記載の令和元年11月６日、入札方法につきましては、制限つき一般競争入札

でございます。 

  以下、６から13まで入札状況を記載してございますので、ご確認をお願い申し上げます。 

  工事期間でございますけれども、本契約締結日の翌日から令和２年３月27日までとしてござ

いますが、周辺の工事との調整がございまして、繰り越し予定としてございます。 

  具体の工事完了につきましては、今後関係各位と相談しながら決定をさせていただきたいと

思っています。 

  なお、繰り越しの手続にしましては、３月の定例会にご提案申し上げたいと思っていますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

  ２ページが平面図となってございます。着色している部分が今回の工事箇所になります。全

体で320メートルほどございます。 

  国道と現地盤の落差が約８メートルほどございますので、いずれ下り坂の道路となってござ

いまして、国道45号との取りつけ部分、失礼しました。交差点部分、約２％ということで、

ほぼほぼ平らな面を残し、そこから６％での坂道となります。 

  ３ページ目が横断図を添付させていただきました。下から国道、下の大きい図面が国道側、

それから、上が低地部のほうということで、それぞれ場所によって盛り土高が変わってござ

います。 

  まずもって、道路左側でございますけれども、２メートル50の幅員のある歩道を整備する予

定でございまして、基本的には車道２メートル75センチをそれぞれ確保いたしまして、必要

な路肩の幅、それから、カーブ内につきましては、内輪差が発生しますので、それぞれ必要

な拡幅量を設けてございます。 

  ４ページに仮契約書がございますので、ご確認いただければと思います。 

  以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。２

番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 今議案は、請願書の平成30年請願７の１高野会館周辺の交通インフラ復

旧整備に関する請願書、これに関係する工事だと読み取れるかと思いますけれども、これ、
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請願、陳情等の処理状況ということで、参考資料２の１のほうの４ページ目に処理状況が書

かれていまして、この中で質問もさせていただけたんですけれども、回転所については別途

計画しているところであるということで書かれております。 

  本議案にある平面図につきましては、回転所の記載がありません。回転所について、別途計

画しているところであると、計画進行中であるというふうに読み取れますが、どういった回

転所を構想されているのかお聞かせいただきたいのが１つ目。 

  それから、請願者の同意を得た上でこの議案を出してこられているのか。その辺も確認させ

ていただきたく思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） ２点でございますけれども、まずもって、１点目の回転場所でござ

いますが、当然請願書の内容にございますとおり、大型バスが通ると、利用があるというこ

とでございましたので、大型バスが切り返しをせずに回ってこれるようにという大きさのも

のを今考えているところでございます。 

  それから、請願者の同意を得たのかということでございますけれども、当然この図面まとめ

るまでにも何度かうちの担当がお会いをしているはずでございます。それで、まずもって大

型バスがすれ違いができるように、それから、歩道があるように、歩道を設置するようにと

いうご要望を承っているというふうに聞いてございますので、それはかなえているといいま

すか、そのとおり設置しております。 

  それと、安全面という文言もたしかあったと思うんですが、この間申し上げましたとおり、

この計画につきましては、私のほうで勝手に思いでつくっている部分だけではなくて、当然

交通管理者側の意見もいただきながら、それぞれ訂正をかけてございます。 

  それで、工事始まる前に、うちのほうとそれから復興推進課のほうで郵送でということでご

ざいましたので、関係資料を送らせていただいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 担当者の方が何度かというご説明ありましたけれども、それはどういっ

た方がいつ誰に会って説明をして同意を取りつけているのかわかりますでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 具体に誰といいますか、いつどこでという話までいくと、なかなか

今持っていませんので、わかりませんけれども、多分私も一応現場のほうに私も行ったこと



 ２５２ 

ありますし、それぞれこの工事計画を進めるに当たって、お伺いを立ててお会いをして、図

面、それから現場でのほうでのやりとりをさせていただいているということでございます。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ちょっと話が食い違ってきていると思います。請願者のほうに聞きまし

たら、同意はしていないということですので、そのあたりもう一度確認をしていただいたほ

うがよいかと思います。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。 

     午後３時２１分  休憩 

                                            

     午後３時２３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  今の話、今休憩中の話でしたので、本会議に戻りましたので、建設課長、その辺の答弁。議

事録に載せますから。 

○建設課長（三浦 孝君） 資料は送らせていただいていますと。 

  それで、それに対してこの工事内容でいいですかどうか、そういう同意をいただけることが

必要かどうかは別にして、返事はいただいていないという状況です。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） ほかに。倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 返事が来ていないということですけれども、初日、私がこれに関連した

質問をしたときに、請願者のほうからまず図面なんかが届いた後、再度のお願いという形で

手紙が町長宛てで出されています。それに対して、まだ返事が来ていないと。復興推進課長

のほうから弁護士さんとも確認するため、時間がかかっているというような回答がありまし

た。 

  ですから、今ボールは建設課あるいは復興推進課のほうにあるかと思います。 

  そういった中で、この議案が出てきているわけで、ここはちょっと私としては、違和感を感

じております。 

  そんな状態でもこの議案を出すということは、正しいやり方というか、ちゃんと条例にのっ

とったやり方だというふうにとらえてよろしいんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 
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○建設課長（三浦 孝君） 確かにお相手の方からお手紙をいただいてございます。 

  しかしながら、全てのものを町がかなえられるかというと、そうではない部分もございます

ので、そこはご意見はご意見として伺ってございますので、当然この計画の中で請願者が懸

念されている部分については、払拭するように努力するということになるかと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 私も今の建設課長の答弁というのは、町のほうの考えだと思いますが、

強権的に私は横暴だと思います。 

  原形復旧の道路整備だとは思うんですけれども、やっぱり周辺の地権者と相談なしに一方的

に進めるというのは、私はどこかおかしいと思います。 

  別なことを質問したいんですが、今現在まだこの地区には残土が残っていて、これをどうす

るんだということで、私も復興推進課のほうに状況を聞きに行ったらば、ここの整地の部分

の工事があるんだが、これがなかなか入札成立しないということなんですけれども、今現在

ここに上がってきている、この議案に関しては、その残土を残したままで工事ができるのか。

それが１つ。 

  あと、この辺周辺の土地に関しては、まだ地権者の、私が前に聞いたときはまだ地権者の同

意がとれていない部分もあるというような形の説明だったんですが、その２点、現状どんな

状況でしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 今おっしゃったもう１件の工事とこの道路工事ほぼ同日に入札公告

をさせていただいております。 

  残念ながら、もう一方のほうは入札参加者がないということで、不調になってございます。 

  一番最初に申し上げた関係工事との調整を図りながら、繰り越しを前提にしていますという

お話をさせていただきました。 

  基本的には、残土がなくならないとこの絵に描いたような形には工事はできません。まず、

残土の撤去、それが一番最初にやるべき仕事でございます。 

  以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 地権者の同意という後段のご質問でございます。本エリアにつ

きましては、町といたしまして、土地交換事業をご提案申し上げて、そういった形で現在ま

で取り組みを進めているところでございます。 
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  ただ、この図面のエリアに関しましては、いわゆる個人あるいは法人の方の土地が最終的に

は５カ所程度残るのかなというふうに思っております。地権者の同意というお話でございま

したが、５カ所程度で、程度と言ったら失礼なんですけれども、５カ所でございますので、

それぞれの地権者様のところにうちの職員が参じまして、町の内水排除の取り組み及び建設

課のほうで実施をします、この道路のことにつきまして説明をさせていただいて、こう言っ

たらいいのかな、一部請願者の方からの同意はいただけてはございませんけれども、それ以

外の方につきましては、おおむね了解ということでございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） ４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 復興推進課長の５カ所の部分でまだ土地に関しては整理が終わっていな

いというような説明だと思うんですけれども、そして、今復興推進課長は、この土地のまだ

換地に同意してくれないというような人がいたときに、職員がやっぱり何回かその土地の所

有者に相談に行っているというような形の話をしていましたけれども、何でこの今話題とな

っている高野会館さんに町のほうで何回も顔を出し、足を運んで説明しないのか。 

  私は、その辺がおかしいと思います。復興推進課がして建設課がやれないわけがないと。 

  そういった意味合いを考えると、やっぱり町独自でこの当該の所有者に関しては、やっぱり

心配り、気配りが私は足んないと思います。 

  そして、この会館の脇に以前郵便局がありましたが、郵便局の土地に関しては、土地の交換

というような意味合いなのでしょうか。町のほうで別な土地を提供して、この土地を町のほ

うにというような形の交換条件というような形なのでしょうか。 

  この部分が逆に、一番この地区では多いのかなと思うんですけれども、ただ、課長もさっき

の５カ所というところに、点々とその土地があったらば、やっぱり工事は進まないし、そし

て、建設課長が言ったように、これと一緒にやるといったらば、やっぱり繰り越しを想定し

ないといけないと思うんですけれども、建設課長見通しとして、この土地の入札が決定する

というのは、想定では大体いつぐらい。 

  それが終わらないと、多分この工事って始まれないと思うので、その辺お願いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、前段の部分でございます。５カ所ということを申しまし

た。土地交換事業は、あくまでも町の任意事業ということで実施をします。 

  ですので、強制的に交換をということは、町は当然考えていないし、ということをまず申し
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上げさせていただきます。 

  その上で、ここに土地を持ったままでいいですよという方それぞれの考え方それぞれでござ

います。点々と言われれば、ある意味点々の部分もございますけれども、あと面積の大小も

大分ございます。ただ、その方々の土地に対しましては、町として乗り入れ口を整備するな

りという形で、事業を進めてまいりたいというふうに思っております。 

  同意をいただいた経緯は、あくまでも結局震災による地盤沈下あるいは今あそこ、この５ヘ

クタールほどのエリアのフォーメーションが崩れていますので、そこをならす関係で、一定

程度盛り土をしなきゃいけない箇所がある。そうしますと、その土地、おたく様の土地を盛

らないといけないんでということでの同意をいただいているということでございます。 

  あと、後段の入札の関係でございます。２度入札に付したんですけれども、２度とも不調で

ございました。 

  年が明けましたら、また再度状況とかをいろいろ情報収集を建設課ともどもした上で、何と

か年度内にもう一度入札に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） ４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 土地に関しては、震災発災後からいろいろな問題がやっぱり、私は起こ

っていると思います。 

  そして、この土地に関しても、例えば世帯主、店主が亡くなって、その人たちが散り散りば

らばらになってということは、町のほうでも把握していると思うんですけれども、もう土地

なんかというような考えの方も私はあると思うんです。そういった人たちは、そのままでい

いよというような形もないわけではないと。 

  しかしながら、私も身内の分で折立地区の今堤防つくっているのがあるんですけれども、あ

そこも最終的には町の震災復興に協力していきたいというような形で、今まで延び延びにな

っていたけれども、ここまで工事が進んでくると町のほうと交渉したというような経緯もあ

るので、その辺は誠意を持って交渉に当たれば、地元の町民です。町の復興を考えていけば、

了解してくれる部分もあると思います。 

  しかしながら、このホテルの跡地に関しては、今の町の方向性を考えると、私は無理なのか。

なかなか合意は得られないで、強制的な部分が出てくるのかなと。やっぱりこれも裁判にな

るのかなと。私は、ちょっとその辺を懸念しています。 

  とりあえず、余り地元の個人、事業所ともめないような形で町ではこういった土地の復旧、

そして復興、その辺に取り組んでほしいと思います。終わります。 
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○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。前者申し上げました郵便局の、その土地なんですけれども、

今はこの隣に郵便局が建っておりますけれども、その土地というのは、交換したのか。今で

も郵便局のものになっているのか。ここが大事なポイントだと思うんですよね。 

  今ここにあの場所に土が盛られてあるので、何も手つかずで、今後の計画も見えないような

状況なんですけれども、それが有効活用されていけば、この道路も回転場所ができて、先が

見えてくるのかなと思われるのが１点。 

  それから、19号台風でここはきょう防災祈念公園のことでも水がかぶって、大分水をはくの

に苦労したことを聞きましたけれども、やはり19号のときはここも大分水が乗って、はくの

に時間がかかって、次の日までも水がたまっている状況だったんです。 

  ということは、今後ともそういうことが起こり得る。この震災で地盤沈下、さらには水はけ

が悪い。そういう状況で、安全面が確保されているということは、ちょっと疑わなきゃなら

ないのかなという思いがあります。 

  そうしたとき、町はその水はけをよくするために、何らかの手だてをとらないとだめなのか

なという思いがするわけですけれども、その２点お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 済みません。郵便局の件、答弁漏れでございました。郵便局の

高野会館様の隣接地の土地につきましては、現在も郵便局様の所有でございます。高台の現

在工事をしております土地との交換ではございません。 

  これがまず１点目でございます。 

  あと２点目でございます。19号、そうですね。冠水あのエリアいたしました。当然建設課、

建設課長も私も現地確認をしております。なかなか水がはけない状態と。何とか対応しなけ

ればいけないということで、結果的にはポンプ排水ということで、何とか工事業者と話をし

て、時間はかかりましたけれども、ポンプをつなぐなりをして排水をいたしました。 

  今後も同様なことが生じることは当然考えた上で、建設課、そして復興推進課、あとはバッ

ク堤の県の土木事務所、あとは防潮堤ですか、の振興事務所の担当との間で、あと工事業者

も入れてですね、こういった場合の仮設排水のやり方について、関係事業者でちょっと知恵

を出そうということで、これまで２度ほどちょっと打ち合わせをさせていただいております。 

  できる限り事前に備えておくという形で、町としてできる、現時点でできる内水排除対策を

今検討して、検討した結果は実行に移すようにというふうに考えております。 
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  以上です。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ただいま郵便局さんはいまだに郵便局さんの持ち物というご回答でした

けれども、現在はこっちに移転しているから、もうここは計画としては郵便局さんは使う目

的がないというように解しますけれども、それであっても、やはりここの利活用ですね。道

路をつくった場合のバスの今の状況、この議案の状況では、バスの回転先変更、何台もバス

が来ると戻れないという状況がこの図面だけでは想定されますので、こういう郵便局さんの

土地であっても、有効活用できるような、何らかの手だてを中に入って借りてやるとか、そ

ういう相談に乗っても、してあげるのも１つの手だてかなと思われますので、そういうこと

を今後考える必要があると思われます。いかがでしょうか。この点は。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、私のほうから。当該地は、郵便局も法人ですので、民地

でございます。そこを町が借り受けてと。例えば駐車場のような形でとか、転回場のような

形でというふうには現時点では考えてはおりません。 

  この私の答弁の後に、建設課長から現在想定している、その転回場の位置についてちょっと

ご説明をさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） ２ページの図面をごらんになっていただきたいと思います。 

  ちょうど道路がＵ字の形をしてございます。高野会館様の建物、南側になりますけれども、

そこが現在町有地となってございます。今確実に用地が確保できておりますのがこの場所で

ございますので、ここの位置に回転場を、先ほど申したとおり、切りかえをせずに回転でき

るくらいのスペースを確保して整備をするという予定でしてございます。 

  まだ確定はしていませんが、計画はそれで今固めてといいますか、精査をしているという状

況でございます。 

○議長（三浦清人君） まだありますか。（「確認です」の声あり）確認。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） この図面から申しますと、現在もここの会館さんの向かいの南側のスペ

ースと言うんですけれども、そこは残土があるところと解していいですか。まだ残土が乗っ

ている場所だと思われますけれども、そこにぐるっと回ってきてここの今残土が乗っている

ところ、町有地だというお話でしたけれども、そこで駐車場ができる。そこに利用できると

いうことでしょうか。イメージが湧かないんですけれども、残土…… 
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○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 図面で、先ほど坂道の部分が実は字が非常に小さくて見えづらいと

は思うんですけれども、№８と、ちょうど一番下のところですね。Ｕ字のここの部分、この

辺でほぼほぼ地盤と一緒の高さになります。当然現在その周辺残土がございますので、今議

員おっしゃる場所についての残土、これを撤去しなければ回転場等はつくることは不可能で

ございます。 

  まずもって、この工事を進めるためには、残土を一日も早く撤去をすることが肝要だという

ふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。今野雄紀君。 

○９番（千葉伸孝君） 何点か伺いたいと思います。 

  先ほど課長の説明では、町の工事ということで、幅13メートルから７メートルの道路をつく

るという、そういう説明ありました。 

  そこで、今回この道路約１億円かけての道路ですが、そこで伺いたいのは、先ほど課長の答

弁じゃなくて説明あったんですけれども、自然的土地利用という、そういう説明がありまし

た。私再三いろいろなところで聞いていて、自然的土地利用というのは、言葉は悪くすると、

モダにするという、そういうことと同意味みたいですので、そこで、今回こういった１億円

かけてする町の工事、将来的にこの有効に使う考えというか、この方策というか、ある程度

固まっているのか。 

  以前ですと、ネーチャーセンターができるということで、今回こういった道路理解はできる

んですけれども、そこのところ１点伺いたいと思います。 

  あともう１点は、先ほどより出ている残土のこの撤去ということなんですけれども、課長の

先ほどの説明では、一部盛り土にする部分に使うということで、そこで、ちょっとこれ関連

になるかどうかわからないんですけれども、残土に関してなんですけれども、実はこの図面

の、２ページの図面の45号線なんですが、町内の頻繁に通行している方から私としてはこの

下の図面の部分の45号線しっかりできていると思っていたんですけれども、町内の方のいろ

いろなというか、話があって、ここの45号線ののり面の部分がいざ災害で崩れたら、大変な

ことが起きるんじゃないかという、そういうことを懸念している町民の方もおられまして、

そこで、町内まだ復興が終わりが間近ということでもあって、残土が町内各所にある状況の

中で、そういった使わなくなったというか、残土をこの45号線の水尻川沿いののりにもっと

補強したらいいんじゃないかという、そういうことを懸念している方もおられますので、こ
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の件に関して、45号線大丈夫なのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 自然的土地利用のご質問でございます。以前も私記憶いたして

おります。本議案は、そのエリア内の災害復旧の道路と。この近傍の最終形ということだと

思うんですけれども、まず、入札で不調だったと言っている内水排除事業においては、いわ

ゆる自然的土地利用、例えば芝の種をまいたりとか、松林の松の苗をという部分までは想定

はいたしておりません。 

  ただ、町として庁内でいろいろ議論したんですけれども、一定程度のお金の枠というのも意

識した中で、ただ、管理もお金の枠、あと管理も意識した中で、あとは何年かかるかという

のも意識した中で、実はこの緑地化につきましては、現在復興交付金の対象外でございます

ので、町としていろいろな関係団体からの寄附とか、あとは管理を考えた単費を何年度にど

のくらいまで入れていこうかという中で、決定していくものかというふうに理解をしている

ところでございます。 

  前も言いましたけれども、いわゆるモダにするようなことはあってはならないというふうに

私どもは考えております。 

  ２点目の国道に腹づけしたらということでございますけれども、国道45号、国交省が整備を

いたしましたが、当然これ盛り土でございますが、盛り土の安定勾配、あとは例えば横断側

溝とか、しっかりと基準に基づいて整備をしているものと思います。 

  ただ、町内の残土と余剰の分腹づけしたらということでございますけれども、どのくらい残

土が発生するのかとか、あとは誰がやるのとか、現実的にやらなきゃいけない、その積極的

な事情とかいった部分、今突然のご質問でございますけれども、について、私ちょっとお答

えは持ち合わせてはおりません。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今課長より自然的土地利用に関して説明あったんですけれども、私今の

説明で、芝も松も何も植えないということは、本来ならば、こういった事業する上で、ある

程度グランドデザインもあるわけですし、かすかなと言ったらおかしいですけれども、見通

し、有効に使うための見通しというのは、必ず必要だと思うんですけれども、寄附を募ると

か利用するという答弁もあったんですが、そういったこと以前に、例えばこの部分は松原の

壊れた部分も残しているので、それなりにそういったことも兼ね合わせて、あとは、干潟の
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部分も利用するような、そういった、もう少し具体の見えるような利用方法を構想していく

必要があるんじゃないかと思いますが、その点もう一度伺いたいと思います。 

  あと、残土の撤去ですけれども、45号線へという、そういう質問なんですけれども、やはり

町民の方の中には、今回の台風16号を初め、いろいろな災害であの部分がやられたらそれこ

そ孤島状態になってしまうんじゃないかと、そういう懸念もありますので、なおさら水尻橋

もなくなりましたし、港橋もなくなった関係で、そういったところも懸念しているという町

民の方がいるということを少しわかっていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 私の説明が雑で申しわけございません。 

  最終的に、あそこ昔松があったということで、最終的には防潮堤の背面の部分に松を植えよ

うというようなお話はしております。 

  それ以外の平場の部分につきましては、緑地化ということで、芝の種をまいたりというよう

な形を現在考えております。 

  全くやらないということではなくて、まず道路事業が先行して走るということにしておりま

すけれども、その後内水排除の工事を入れまして、それで基盤を整える。その後にこのエリ

アで言えば、松林の松の、例えば耐性松とかの苗をと。あとは緑地化をということでござい

ます。 

  ただ、ここだけではなくて、これの例えば公園の北側も含めた約10ヘクタールのエリアでこ

の事業を考えておりますので、なかなかお金とか、あと時期とかを考えると、今ここで軽々

に１年でやりますということはなかなか言えないと。 

  ただ、町としての考え方とすれば、そういうような形で道路、あとは基盤の整備、その後自

然的なしつらえというふうにやっていこうというふうには考えております。 

  あと、後段の部分につきましては、（発言あり）いいですか。あと建設課長のほうから。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 現在各地にある残土の山でございますけれども、基本的にはほぼほ

ぼ行き先が決まってございます。 

  防潮堤の背後に盛り土する部分ということですけれども、全て使い切れるかというと、若干

残ります。 

  残る土は、盛り土に適さないものがほとんどでございまして、逆にここに盛り土をするとい

うことは、崩れることを覚悟の上で盛り土すればいいんですけれども、そうでなければ、逆
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に不安をあおるだけだというふうに考えられますので、残った残土で腹づけということはな

かなか、そういう面では難しいんだろうというふうに考えています。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（千葉伸孝君） では、土地利用に関してなんですけれども、課長答弁あったように、い

ろいろな松、その他芝生検討しているようですけれども、ここで確認というか、お願いした

いのは、自然だからといってススキを植えるようなことだけはないように、ここでお願いし

たいと思います。でき得るならば、先ほど言った道路向かいの10ヘクタールの公園との何ら

かのコーディネートされたような使い方だなと思われるような形で整備していってほしいと

思います。 

  ちなみに、松もいいんですけれども、桜とかどうなのか。今あれなんで、検討の余地がある

かどうかだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 祈念公園を間に挟むような形になりますので、今議員がおっし

ゃられました祈念公園と調和のとれたような自然的土地利用であってほしいなと私も思って

おります。 

  あと、桜の関係につきましては、全く不可能ではないのかなというふうには思っております

が、いずれどういう樹種をどのエリアにという部分につきましては、今後具体化されていく

んだろうなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。まず、本案に対し反対討論の発言を許します。 

  その前に、時間を延長いたします。 

  ２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ２番倉橋です。反対の立場で討論をさせていただきます。 

  そもそも本議案につきましては、冒頭にもありましたが、請願者の了解、合意をとりつけて

いないと。ノーということでした。 

  したがいまして、この１億円規模の工事をこのまま進行させると、受注者の方にとってもい

ろいろとトラブルが起こる可能性、リスクがあるかと思います。 

  それから、回転所とか、あと残土の話なんかも出ておりますが、建設課長のほうから、今の
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時点で繰り越し予定があるというようなことでもありました。 

  ですから、煮詰まっていない部分が多々あると思います。最初から繰り越す予定があるので

あれば、次回の定例会で出してもいいんじゃないかなというふうに思っております。 

  したがいまして、本件、反対の立場でございます。議員の方々にはこのリスクがあるという

ことも認識していただいて、よろしくご判断いただきたく思います。 

○議長（三浦清人君） 次に、賛成討論の発言を許します。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） それでは、この議案を賛成とすべきという立場から討論させていただ

きたいと思います。 

  私は、第一義的に考えたほうがいい。今反対討論の中でもございましたけれども、高野会館、

あえてお名前を申し上げれば、周辺の道路整備は、その土地をお持ちの方のためにもいち早

く速やかに整理すべきだろうというふうに私は考えます。 

  同意がないというお話でしたけれども、もう道路はつくりませんよと、つくれませんよと。

財源がつかないのでとなってしまうのが私は考えうる最悪の未来であろうと思います。 

  でも、反対、もっと計画を煮詰めるべきというご意見もそういうお考えがあるということに

も一定程度理解を示しますけれども、どうもそちらの最悪の未来の方向へ誘導していってし

まっている可能性もあるのではないかと私は端的に感じております。 

  公金でつくります公道でございますので、これを早くつくって、震災遺構を通して活用され

ているようでございますが、高野会館を見たいという方々を安全にご案内できる道路をつく

ったほうがよいのではないかというふうに考えます。 

  お話を聞いている中では、バスもすれ違えると。歩道もあると。国道にトンネルをあけよう

というお話もありましたけれども、それはない。転回場に町有地を貸すようなお考えもある

というようなことでございますので、私はこの参考資料２ページ目に出されている図面は妥

当な図面なのではないかと考えますので、賛成の立場から討論とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 私からは反対討論とさせていただきます。 

  まずもって、今回のこの道路の尻切れになっているというところですね。いろいろお話聞く

と、駐車場も用意しますよって、口頭ではありますけれども、この図面どおりいきますと、

ここで終わってしまう可能性もなきにしもあらずとして、議会の今まで議論したことが実現

できなくなってしまうおそれがある。 

  そういうことからしても、これにはまだ、まして前者が言ったように、繰り越しでやるとい
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うことがわかっていますから、もう少しここを駐車スペースと残土がなくなった後のことま

で考えて、議案として出すべきだと思いますので、この案に対しては反対いたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、討論を終結いたします。 

  これより議案第121号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（三浦清人君） よろしいです。起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

  お諮りいたします。本日は、議事の関係上、これにて延会することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会すること

とし、16日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。ご苦労さまでした。 

       午後４時０２分  延会 


